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企業集団及び保険持株会社の財産及び損益の状況の推移
（１）企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度（当期）
百万円 百万円 百万円 百万円

経常収益 8,209,708 9,508,766 11,028,166 9,873,251
経常利益 590,897 387,500 539,006 719,072
親会社株主に帰属する当期純利益 409,353 173,735 320,765 429,613
包括利益 △130,395 △1,344,017 1,425,209 △148,338
純資産額 4,210,341 2,661,764 3,882,157 3,469,707
総資産 65,896,142 61,653,699 67,540,309 69,592,967
（注１）2024年度につきましては、包括利益は、経済環境変動等の影響により、主に、第一生命保険株式会

社における有価証券の含み益が減少したことから、前期比で減少しました。
（注２）2023年度の期首から、一部の連結される海外の子会社及び子法人等において、Australian

Accounting Standards Board及びNew Zealand Accounting Standards Boardが公表した会
計基準「保険契約」（AASB第17号）（NZ IFRS第17号）を適用しております。これに伴い、2021
年度の純資産額・総資産及び、2022年度については遡及適用後の数値を記載しております。

（２）保険持株会社の財産及び損益の状況の推移
区 分 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度（当期）

百万円 百万円 百万円 百万円
営業収益 205,479 269,261 195,553 225,620
受取配当金 193,794 255,392 179,259 211,895
保険業を営む子会社等 187,318 249,593 174,018 205,879
その他の子会社等 6,475 5,798 5,241 6,016

当期純利益 167,237 249,633 174,396 180,629
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり当期純利益 39 13 61 43 44 81 48 75
百万円 百万円 百万円 百万円

総資産 1,868,818 2,017,358 2,366,425 2,508,002
保険業を営む子会社等株式等 1,230,769 683,337 641,455 594,106
その他の子会社等株式等 526,815 1,149,521 1,139,307 1,344,398

（注１）2022年度につきましては、Protective Life Corporationの株式を第一生命インターナショナルホ
ールディングス合同会社へ移管したことから、前期比で「保険業を営む子会社等株式等」が減少
し、「その他の子会社等株式等」が増加しております。
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（注２）当社は2025年４月１日付で当社普通株式１株につき４株の株式分割を行っております。これに伴
い、株式の分割が2021年度の期首に行われたと仮定して１株当たり当期純利益を算定しておりま
す。

企業集団の主要な事務所の状況
【当社】

会社名 事務所名 所在地 設置年月日
当社 本社 東京都千代田区 1902年９月15日

【子会社及び子法人等】
部門名 会社名 事務所名 所在地 設置年月日

国内保険事業

第一生命保険株式会社 本社 東京都千代田区 2016年４月１日
第一フロンティア生命保険株式会社 本社 東京都港区 2006年12月１日
ネオファースト生命保険株式会社 本社 東京都品川区 1999年４月23日
アイペット損害保険株式会社 本社 東京都江東区 2004年５月11日

海外保険事業

Protective Life Corporation 本社 アメリカ・
バーミングハム 1907年７月24日

TAL Dai-ichi Life
Australia Pty Ltd 本社 オーストラリア・

シドニー 2011年３月25日

Partners Group
Holdings Limited 本社 ニュージーランド・

オークランド 2010年８月23日

Dai-ichi Life Insurance
Company of Vietnam, Limited 本社 ベトナム・

ホーチミン 2007年１月18日

Dai-ichi Life Insurance
(Cambodia) PLC. 本社 カンボジア・

プノンペン 2018年３月14日

Dai-ichi Life Insurance
Myanmar Ltd. 本社 ミャンマー・

ヤンゴン 2019年５月17日

Dai-ichi Life Reinsurance
Bermuda Ltd. 本社 英領

バミューダ 2020年９月25日

その他事業

株式会社ベネフィット・ワン 本社 東京都新宿区 1996年３月15日

バーテックス・インベストメン
ト・ソリューションズ株式会社 本社 東京都千代田区 2022年８月１日

DL ‒ Canyon Investments LLC 本社 アメリカ・
ウィルミントン 2024年５月10日

（注１）当社並びに連結される子会社及び子法人等のうち主要なものを記載しております。
（注２）設置年月日には会社の設立年月日を記載しております。
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企業集団の使用人の状況
部門名 前期末 当期末 当期増減（△）

名 名 名
国内保険事業 48,706 49,237 531
海外保険事業 9,867 9,668 △199
その他事業 922 1,909 987

計 59,495 60,814 1,319
（注）当社並びに連結される子会社及び子法人等を記載しております。
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新株予約権等に関する事項

（１）事業年度の末日において保険持株会社の役員が有している当該保険持株会社の
新株予約権等

区 分 名 称
個 数

(１個当たり払込金額 )
目的である株式の
種類及び数

新株予約権の
行使に際して
出資される
財産の価額

行使期間 人 数

取締役
（監査等委員で
ある者及び社
外役員を除
く。）

2012年８月発行
第一生命保険株式会社
第２回新株予約権

88個
（76,638円）

普通株式
8,800株

（新株予約権１個につき100株）

株式１株当たり
１円

2012年８月17日から
2042年８月16日まで １名

2013年８月発行
第一生命保険株式会社
第３回新株予約権

52個
（130,030円）

普通株式
5,200株

（新株予約権１個につき100株）
2013年８月17日から
2043年８月16日まで １名

2014年８月発行
第一生命保険株式会社
第４回新株予約権

87個
（136,600円）

普通株式
8,700株

（新株予約権１個につき100株）
2014年８月19日から
2044年８月18日まで ２名

2015年８月発行
第一生命保険株式会社
第５回新株予約権

62個
（231,800円）

普通株式
6,200株

（新株予約権１個につき100株）
2015年８月18日から
2045年８月17日まで ２名

2016年10月発行
第一生命ホール

ディングス株式会社
第１回新株予約権

62個
（134,400円）

普通株式
6,200株

（新株予約権１個につき100株）
2016年10月19日から
2046年10月18日まで ２名

2017年８月発行
第一生命ホール

ディングス株式会社
第２回新株予約権

106個
（156,800円）

普通株式
10,600株

（新株予約権１個につき100株）
2017年８月25日から
2047年８月24日まで ２名

監査等委員
である取締役 ― ― ― ― ― ―

社外取締役
（監査等委員で
ある者を除
く。）

― ― ― ― ― ―
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（注１）新株予約権者は、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員、第一生命保険株式会社の取締役及び執行役
員、第一フロンティア生命保険株式会社の取締役及び執行役員、並びにネオファースト生命保険株式会社の取締役及び執行役
員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができます。新株予約権者が死亡した
場合には、新株予約権者の相続人は、相続原因事由発生日現在において未行使の新株予約権を承継し、これを行使することが
できます。ただし、行使の条件及び手続等については、当社取締役会決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結さ
れる新株予約権割当契約に定めるところによります。新株予約権者は、割当てを受けた新株予約権（その一部を放棄した場合
には放棄後に残存する新株予約権）の全てを一括して行使しなければならず、その一部のみを行使することはできません。新
株予約権者は、１個の新株予約権の一部を行使することはできません。その他の新株予約権の行使の条件は、当社取締役会決
議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結される新株予約権割当契約に定めるところによります。

（２）事業年度中に使用人等に交付した当該保険持株会社の新株予約権等
該当事項はありません。
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会計監査人に関する事項
（１）会計監査人の状況

氏名又は名称 当該事業年度
に係る報酬等 その他

有限責任あずさ監査法人
指定有限責任社員

神塚 勲
指定有限責任社員

藤原 初美
指定有限責任社員

春日 雄太

230百万円

・監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人と
の連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画
の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根
拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったう
えで、会計監査人の報酬額につき、会社法第399条第１項
の同意を行っております。

・公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）の
内容は、「新規制に関するアドバイザリー業務」等であり
ます。

（注１）会計監査人との監査契約において、会社法上の監査及び金融商品取引法上の監査の報酬等の額を明確に区分し
ていないため、当該事業年度に係る報酬等には、これらの合計額を記載しております。

（注２）当社及び当社の子法人等が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額は564百万円であります。

（２）責任限定契約・補償契約
該当事項はありません。

（３）会計監査人に関するその他の事項
イ．（会計監査人の解任又は不再任の決定の方針）監査等委員会は、会社法第340条第１項各

号に掲げる事由が発生し、監査等委員の全員が認めたときは、会計監査人を解任できま
す。また、監査等委員会は、同委員会が定める会計監査人の選解任等の決定に関する方
針に従い、会計監査人の適格性、監査計画や監査実施状況の相当性等を確認しており、
会計監査人がその職務を適正かつ適切に遂行することが困難であると認めたとき、又は
その他適当であると判断したときは、株主総会に提出される会計監査人の解任又は不再
任に関する議案の内容を決議します。

ロ．当社の重要な子法人等であるProtective Life Corporation及び傘下の子法人等、TAL
Dai-ichi Life Australia Pty Ltd及び傘下の子法人等、Partners Group Holdings
Limited 及 び 傘 下 の 子 法 人 等、Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam,
Limited及び傘下の子法人等、Dai-ichi Life Insurance (Cambodia) PLC.、Dai-ichi
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Life Insurance Myanmar Ltd.、Dai-ichi Life Reinsurance Bermuda Ltd.、DL ‒
Canyon Investments LLC並びに、株式会社ベネフィット・ワン及び傘下の子法人等
は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制
当社グループの業務の適正を確保するための体制の整備について、2021年４月１日付で、

取締役会で決議したグループ内部統制基本方針及び内部統制の運用状況の概要は次のとおりで
あります。

＜グループ内部統制基本方針＞

本基本方針は、当社が、第一生命グループ（当社および当社の全ての子会社等を含む。以下「グループ」
という）の業務の健全性・適正の確保および企業価値の維持と創造を図るにあたっての、内部統制体制の整
備および運営に関する基本的な事項について定める。

１．グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、グループの業務の適正を確保するために必要な体制整備および運営を行う。

（１）グループ会社の事業特性・規模・グループにおける経営戦略上の重要性等に応じて、原則として経営
管理規程に定める管理区分に基づいたグループ会社の経営管理を行う。

（２）グループの内部統制体制の整備および運営を行うに当たっての重要な事項に関する基本方針等を定
め、グループ会社に周知するとともに、グループ会社に事業特性等に応じた基本方針等を整備させる。

（３）グループ全体に影響を与える事項に関して、当社による承認および当社への報告体制を整備する。
（４）グループ内の取引等および提携業務等の管理に関する基本方針を定め、グループ内の取引等および提

携業務等の管理体制を整備する。

２．取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、グループ会社の取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令、定款等に適合することを

確保するために必要な体制整備および運営を行う。
（１）グループコンプライアンスに関する統括部署を設置する。
（２）グループのコンプライアンス基本方針を定め、グループコンプライアンス体制を整備する。
（３）グループ会社に対し、適切なコンプライアンス体制を整備させるとともに、コンプライアンス体制や

不祥事件等に関する当社による承認および当社への報告体制を整備する。
（４）グループのコンプライアンス推進状況について確認を行い、取締役会等への報告を行う。
（５）グループの利益相反管理基本方針を定め、利益相反取引の管理を適切に行うための体制を整備する。
（６）グループの情報資産保護管理基本方針を定め、情報資産の管理を適切に行うための体制を整備する。
（７）グループの反社会的勢力対応に関する統括部署を設置する。
（８）グループの反社会的勢力対応基本方針を定め、反社会的勢力への対応を適切に行うための体制を整備

するとともに、反社会的勢力との関係遮断、不当要求に対する拒絶等について、外部専門機関とも連携
し、組織として対応する。
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３．リスク管理に関する体制
当社は、グループのリスク管理を適切に実行するために必要な体制整備および運営を行う。

（１）グループリスク管理に関する統括部署を設置し、グループにおける各リスクについて統合的に管理する。
（２）グループのリスク管理基本方針を定め、グループリスク管理体制を整備する。
（３）グループ会社に対し、適切なリスク管理体制を整備させるとともに、リスク管理体制やリスク事象等

に関する当社による承認および当社への報告体制を整備する。
（４）グループのリスク管理状況について確認を行い、取締役会等への報告を行う。
（５）グループの危機管理基本方針を定め、通常のリスク管理だけでは対処できないような危機に備えるた

めの体制を整備する。

４．取締役、執行役員および使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、グループ会社の取締役、執行役員および使用人の職務執行が、効率的かつ的確に行われること

を確保するために必要な体制整備および運営を行う。
（１）グループ中期経営計画の策定・評価等を適切に行う。
（２）グループ会社において、組織ならびに取締役、執行役員および使用人の業務分担および職務責任権限

の設定、ＩＴの利用・統制等を適切に行わせる。
（３）経営会議を設置し、グループに関する重要な業務の執行および経営上の重要事項を審議する。

５．財務報告の適正性および信頼性を確保するための体制
当社は、グループ財務報告に係る内部統制基本方針を定め、連結ベースでの財務報告の適正性および信

頼性を確保するために、必要な体制整備および運営を行う。

６．取締役および執行役員の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役および執行役員の職務の執行に係る情報を適切に保存および管理するため、重要な会議

の議事録および決裁書等の取締役および執行役員の職務の執行に係る情報、ならびにその他重要な情報を
保存および管理する方法を定め、必要な体制を整備する。

７．内部監査の実効性を確保するための体制
当社は、グループ会社の内部監査の実効性を確保するため、被監査組織に対して独立した、グループの

内部監査に関する統括部署を設置するとともに、グループの内部監査に関する基本方針を定め、必要な体
制を整備する。

８．監査等委員会の職務の執行に関する体制
（１）監査等委員会を補助すべき取締役および使用人に係る体制を以下のとおり整備する。
ア．「監査等委員会室」を設置し、監査等委員会を補助すべき使用人を配置する。
イ．当該使用人の人事異動および評価等に関しては、監査等委員会と協議する等、取締役からの独立性

を確保する。
ウ．当該使用人は、監査等委員会の命を受けた業務および監査を行う上で必要な補助業務に従事し、必

要な情報の収集権限を有する。
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（２）監査等委員会への報告体制を以下のとおり整備する。
ア．取締役、執行役員および使用人は、法令・定款等に違反する行為、会社に著しい損害を及ぼす事実、

またはそれらのおそれがある場合は、監査等委員会に対して適時適切に報告を行う。
イ．グループ会社において法令・定款等に違反する行為、当該グループ会社に著しい損害を及ぼす事実、

またはそれらのおそれがある場合は、グループ会社の取締役、監査役、執行役員および使用人また
はグループ会社の取締役、監査役、執行役員および使用人から報告を受けた者は、監査等委員会に
対して適時適切に報告を行う。

ウ．当社は、監査等委員会に対してア．またはイ．の報告を行った者が、当該報告をしたことを理由と
して不利な取扱いを受けないことを確保するための体制を整備する。

（３）その他監査等委員会が定める「監査等基本方針」「監査等委員会規程」に基づき、監査等委員会の監
査が実効的に行われることを確保するための体制を、監査等委員会の求めに応じて以下のとおり整備す
る。
ア．取締役、執行役員および使用人は、監査等委員会が内部監査部門・内部統制部門ならびにグループ

会社の監査役等および内部監査部門・内部統制部門と緊密な連携を確保する体制を整備する。
イ．取締役、執行役員および使用人は、グループ会社における取締役会その他の重要な会議に、監査等

委員が出席し、意見を述べることができる体制を整備する。
ウ．取締役、執行役員および使用人は、グループ会社における重要な会議の議事録、取締役および執行

役員が決裁を行った決裁書等について、閲覧できる体制を整備する。
エ．取締役、執行役員および使用人は、業務執行に関する事項の報告を行うとともに、グループ会社の

取締役、監査役、執行役員および使用人から監査等委員会への報告が適切に行われる体制を整備す
る。

オ．当社は、監査等委員が職務の実施のために要する所定の費用等を請求する場合は、当該請求に係る
費用が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができない。

９．制定・改廃
本基本方針は取締役会がこれを定め、年度毎に見直すものとする。また、環境変化等に基づき随時見直

すものとする。
ただし、改正内容が軽微であるときは、経営企画ユニット担当執行役員が決定する。
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＜内部統制の運用状況（概要）＞
項目 内部統制の運用状況

１．内部統制全般 グループ各社の業務の健全性・適正の確保及び企業価値の維持と創造を図ることを
目的に、「グループ内部統制基本方針」を制定し、グループにおける内部統制体制の
整備・運営に取り組んでいます。

２．グループにおける
業務の適正を確保
するための体制

グループにおける業務の適正を確保するため、事業特性、規模、グループ経営戦略
上の重要性等に応じたグループ会社に対する管理区分を設け、各社と締結する経営管
理契約等に基づき、経営管理を実施しています。グループにおける内部統制体制の整
備として、コンプライアンス、リスク管理等の重要事項に係るグループ基本方針を定
めて各社に周知し、また、グループ経営に影響を与える重要な事項等に関しては、経
営管理契約等に基づき当社が事前承認する運営を実施しています。

３．取締役、執行役員
及び使用人の職務
の執行が法令及び
定款に適合するこ
とを確保するため
の体制

（1）グループ行動規範
第一生命グループは、グループ企業理念を実践し、「事業活動」と「社会的価値

の創造」に一体で取り組み、すべてのステークホルダーからの期待を実現すること
で、持続的な企業価値の創造に努めます。このグループ企業理念を実践するため、
すべての役員・社員がプリンシプルベースで考え、行動するにあたっての最も基本
的な指針となるものとして、行動規範を制定しています。行動規範はコンプライア
ンスに限るものではありませんが、コンプライアンスを推進する際のよりどころに
もなるものです。

（2）コンプライアンスに関する方針・規程等
「グループ内部統制基本方針」に基づき、グループのコンプライアンス推進にあ
たっての考え方等の基本的な事項を「グループコンプライアンス基本方針」に、よ
り詳細な各種運営に係る事項を「グループコンプライアンス規程」に、それぞれ定
めています。
また、情報資産保護について、基本的な考え方等を「グループ情報資産保護管理

基本方針」に、より具体的な承認・報告体制及び管理方法を「グループ情報資産保
護管理規程」に、それぞれ定め、更に、巧妙化するサイバー攻撃に対し、「グルー
プサイバーセキュリティ基本方針」、「グループサイバーセキュリティ規程」及び
「グループサイバーインシデント対応規程」を定めています。
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（3）リスクベースでのコンプライアンス推進
取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するとともに、社会環境の変化等に応じて、コンプライアンスに関わる重要なリス
クや潜在的なコンダクト・リスクを的確に把握するために、フォワードルッキング
な視点に基づくリスクベースでの適切な管理態勢を整備しています。法務・コンプ
ライアンス統括ユニットがグループコンプライアンスに関する事項を統括する体制
とし、同ユニットは、グループコンプライアンスリスク評価フレームワークを盛り
込んだグループコンプライアンス推進取組ガイドラインを制定してグループ各社に
取組みの指針を示し、各社で設定した重点課題を中心にコンプライアンス推進状況
をモニタリングしています。
また、法務・コンプライアンス統括ユニットは、発生した問題事象等について、

その重大性に応じて、取締役会、社長、経営会議、監査等委員会等に報告する態勢
を整備しています。更に、グループコンプライアンスに関する態勢整備及び推進に
関する重要事項の協議を行う機関として、グループコンプライアンス委員会を設置
し、経営層を主体としたＰＤＣＡを実践できる体制としています。

（4）グループ各社の態勢高度化に向けた取組み
法務・コンプライアンス統括ユニットは、グループ各社のコンプライアンス態勢

の高度化や、コンプライアンス意識向上・教育研修の充実に向け、指導・支援を実
施しています。
例えば、マネー・ローンダリング／テロ資金供与防止、贈収賄防止について、国

内のグループ会社の態勢強化に加え、海外のグループ会社の現状を調査のうえ、優
先的に対応すべき事項を明らかにして、態勢強化に取り組んでいます。

（5）内部通報制度の運営
法令違反等のコンプライアンスに係わる事項について、グループ各社の役員・従

業員等（業務委託先やフリーランスの方を含む）が直接通報・相談できる内部通報
窓口を、社内に設置するとともに、経営から独立した社外窓口（社外弁護士事務
所）も設置し、案件の重大性に応じて経営層に報告する態勢を整備しています。
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項目 内部統制の運用状況
（6）反社会的勢力への対応

反社会的勢力との関係遮断・被害防止に関する基本的な考え方等を「グループ反
社会的勢力対応基本方針」に、具体的な管理方法等を「グループ反社会的勢力対応
規程」に定めています。また、法務・コンプライアンス統括ユニットを統括所管と
して、各グループ会社の属性を踏まえた関係遮断・被害防止態勢を整備し、反社会
的勢力との関係遮断の対応状況等について、定期的に取締役会・経営会議に報告し
ています。

４．リスク管理に関す
る体制

（1）リスク管理に関する方針・規程等
「グループ内部統制基本方針」に基づき、グループリスク管理を行うにあたって
の基本的な事項を「グループリスク管理基本方針」に、具体的な承認・報告体制及
び管理方法を「グループリスク管理規程」に、それぞれ定めています。

（2）リスク管理に関する組織体制
グループの健全性及び業務の適正性の確保に向け、リスク管理統括ユニットが中

心となって、グループリスク管理態勢の整備及び運営を推進するとともに、グルー
プ全体のリスク管理状況及び健全性の状況についてモニタリング・コントロールを
実施しています。
更に、グループＥＲＭ委員会を設置して定期的に開催し、リスク管理に関する方

針の策定とその遵守状況の確認、リスク管理態勢の強化に向けた検討等を行う体制
としており、本委員会での討議内容は委員長よりグループＣＥＯや経営会議へ定期
的に報告されます。こうしたリスク管理体制の有効性・適切性は監査ユニットが検
証しております。更に監査等委員会は、経営層をはじめとし、グループ全体のリス
ク管理全般を対象に監査を実施しております。

（3）ＥＲＭの推進
当社グループは、資本・リスク・利益の状況に応じた経営計画・資本政策等を策

定し、事業活動を推進するエンタープライズ・リスク・マネジメント（ＥＲＭ：
Enterprise Risk Management）を推進しております。ＥＲＭに関するリスク管
理の取組みとして、経営計画や資本政策等を策定する際に、リスク管理統括ユニッ
トがその妥当性を検証するほか、リスク許容度を設定・管理すること等により、リ
スクの所在、種類及び特性を踏まえて資本・リスク・利益を適切にコントロールす
るとともに、グループリスク管理の強化を推進しています。
当社グループでは、経済価値ベース、会計ベース及び規制ベースで、各種リスク

を統合し自己資本などと対比することなどにより、健全性をコントロールしており
ます。経済価値ベースのリスク管理では、生命保険会社の企業価値を表す指標のひ
とつであるエンベディッド・バリュー（Embedded Value：潜在的価値）と整合
的なリスクの評価方法を採用しております。
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また、モデルによるリスクの計量化では捉えきれない事象を認識・把握する際
は、金融市場の混乱や大規模災害等の過去の出来事や、将来見通しなどに基づき考
えられる最悪の状況を想定したストレス・テストを実施しております。その上で、
健全性に与える影響を分析し、結果を取締役会・経営会議等に報告するとともに、
必要に応じて市場環境等の確認、モニタリングの強化、経営上あるいは財務上の対
応を検討・実施しております。

５．取締役、執行役員
及び使用人の職務
の執行が効率的に
行われることを確
保するための体制

取締役、執行役員並びに従業員の職務執行が効率的に行われることを確保するた
め、決裁、組織、職務責任権限にかかる社内規則を定めるとともに、経営会議を設置
し、グループに関する重要な業務の執行、経営上の重要事項を審議しています。ま
た、グループ中期経営計画を策定し、取締役会や経営会議等において、計画の遂行状
況の確認・評価を実施しています。

６．財務報告の適正性
及び信頼性を確保
するための体制

「グループ内部統制基本方針」に基づき、グループの財務報告の適正性及び信頼性
を確保するための体制整備及び運営に関する基本的な事項を「グループ財務報告に係
る内部統制基本方針」に定め、財務報告に関連する重要なプロセスや財務報告を作成
する体制といった内部統制の有効性の評価を実施しています。

７．取締役及び執行役
員の職務の執行に
係る情報の保存及
び管理に関する体制

取締役・執行役員の職務の執行に係る情報を適切に保存・管理するため、取締役
会・経営会議等の重要な会議の資料及び議事録、決裁書等の取締役・執行役員の職務
の執行に係る情報並びにその他重要な情報を保存・管理する方法を社内規則等に定
め、それらに基づき、保存・管理を実施しています。

８．内部監査の実効性
を確保するための
体制

（1）内部監査に関する方針・規程等
「グループ内部統制基本方針」に基づき、グループの内部監査態勢の構築に関する
基本的な事項を「グループ内部監査基本方針」に、グループ内部監査を円滑かつ効
果的に推進するための基本的な事項を「グループ内部監査規程」に、当社全役員・
従業員が内部監査の重要性を認識し、内部監査に係わる全ての活動を円滑かつ効果
的に推進するための基本的事項を「内部監査規程」に、それぞれ定めています。

（2）内部監査に関する取組み
当社及びグループ会社は、それぞれが内部監査機能を持つことを原則とし、グル

ープの内部監査を統括する独立組織として、被監査組織に対し牽制機能が働く監査
ユニットを設置しています。
同ユニットは、グループ会社の内部監査態勢の整備及び運用等に関するモニタリ

ング、助言、支援を行うとともに、必要に応じてグループ会社に対する内部監査を
実施し、グループ会社の内部統制態勢の実効性に関する検証状況等を取締役会、社
長及び監査等委員会へ報告しています。
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項目 内部統制の運用状況
９．監査等委員会の職

務の執行に関する
体制

監査等委員会が定める「監査等基本方針」及び「監査等委員会規程」に基づき、次
に記載のとおり、監査等委員会による監査の実効性を確保する体制を整備していま
す。
① 監査等委員会室を設置し、監査等委員会を補助する使用人を配置しています。当

該使用人は、人事異動及び評価等に関して取締役から独立性を確保しており、監
査等委員会からの指示の下、必要な情報の収集権限を有しています。

② 内部統制担当所管を窓口とする内部通報制度を整備し、その運用状況を定期的に
常勤の監査等委員に報告しています。また、法令・定款等に違反する行為、会社
若しくはグループ会社に著しい損害を及ぼす事実、又はそれらのおそれがある場
合に、監査等委員会に対して適時適切に報告を行う体制を整備しています。

③ 常勤の監査等委員が経営会議等の重要な会議等に出席し、内部統制態勢の整備及
び運用状況を確認する体制を整備しています。また、監査の観点から必要な案件
について、常勤の監査等委員又は監査等委員会に報告を行い、監査等委員会の監
査が実効的に行われることを確保するための体制を整備しています。

④ 監査等委員が定期的に取締役等への意見聴取を行い、情報収集を行うとともに、
監査等委員会に取締役等を招致して意見交換を行う体制を整備しています。ま
た、内部統制担当所管、内部監査担当所管及び会計監査人等と定期的に情報収
集・意見交換を行う等、緊密に連携し、監査の実効性と効率性を確保するための
体制を整備しています。
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特定完全子会社に関する事項
該当事項はありません。

親会社等との間の取引に関する事項
該当事項はありません。

会計参与に関する事項
該当事項はありません。

その他
該当事項はありません。
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2024年度 （2024
2025

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 344,205 330,538 1,214,608 △17,258 1,872,093
当期変動額
新株の発行 148 148 296
剰余金の配当 △162,939 △162,939
親会社株主に帰属する
当期純利益 429,613 429,613

自己株式の取得 △101,849 △101,849
自己株式の処分 △152 278 125
自己株式の消却 △108,890 108,890 −
利益剰余金から
資本剰余金への振替 109,043 △109,043 −

土地再評価差額金の取崩 △23,010 △23,010
その他 300 300
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 148 148 134,920 7,319 142,537
当期末残高 344,353 330,686 1,349,528 △9,938 2,014,630
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（単位：百万円）
その他の包括利益累計額

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係
る調整累計額

在外子会社等
に係る保険契
約準備金評価
差額金

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 1,733,897 △101,756 28,223 247,433 117,420 △15,457 2,009,761
当期変動額
新株の発行
剰余金の配当
親会社株主に帰属する
当期純利益
自己株式の取得
自己株式の処分
自己株式の消却
利益剰余金から
資本剰余金への振替
土地再評価差額金の取崩
その他
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △679,393 △22,400 20,760 131,714 9,029 △14,652 △554,941

当期変動額合計 △679,393 △22,400 20,760 131,714 9,029 △14,652 △554,941
当期末残高 1,054,503 △124,157 48,984 379,148 126,449 △30,109 1,454,819
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（単位：百万円）
新株予約権 純資産合計

当期首残高 302 3,882,157
当期変動額
新株の発行 296
剰余金の配当 △162,939
親会社株主に帰属する
当期純利益 429,613

自己株式の取得 △101,849
自己株式の処分 125
自己株式の消却 −
利益剰余金から
資本剰余金への振替 −

土地再評価差額金の取崩 △23,010
その他 300
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △45 △554,986

当期変動額合計 △45 △412,449
当期末残高 257 3,469,707
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連結注記表（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項)
１ 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 93社

主要な連結子会社の名称
第一生命保険株式会社
第一フロンティア生命保険株式会社
ネオファースト生命保険株式会社
アイペット損害保険株式会社
株式会社ベネフィット・ワン
Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam, Limited
TAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltd
Protective Life Corporation
Dai-ichi Life Insurance (Cambodia) PLC.
Dai-ichi Life Insurance Myanmar Ltd.
Dai-ichi Life Reinsurance Bermuda Ltd.
Partners Group Holdings Limited
DL ‒ Canyon Investments LLC
第一生命インターナショナルホールディングス合同会社
バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社
当社の子会社となったTAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltd傘下１社について、当連結
会計年度より連結の範囲に含めております。
当社の子会社となったProtective Life Corporation傘下５社について、当連結会計年度
より連結の範囲に含めております。
当社の子会社となった株式会社ベネフィット・ワン及びその傘下10社の計11社につい
て、当連結会計年度より連結の範囲に含められた後、株式会社ベネフィット・ワン傘下１
社について、連結の範囲から除外しております。
当連結会計年度に設立したDL - Canyon Investments LLCについて、当連結会計年度
より連結の範囲に含めております。
アイペットホールディングス株式会社について、当連結会計年度より連結の範囲から除外
しております。
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Protective Life Corporation傘下２社について、当連結会計年度より連結の範囲から除
外しております。
TAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltd傘下１社について、当連結会計年度より連結の範
囲から除外しております。

（2）非連結子会社の数 88社
主要な非連結子会社は、第一生命テクノクロス株式会社、株式会社第一ビルディング及び

ファースト・ユー匿名組合であります。
非連結子会社88社については、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）、利益剰

余金（持分に見合う額）及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、いずれもそれぞれ
小規模であり、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合
理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。

２ 持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用の非連結子会社の数 ０社
（2）持分法適用の関連会社の数 116社

主要な持分法適用関連会社の名称
アセットマネジメントOne株式会社
Asset Management One USA Inc.
企業年金ビジネスサービス株式会社
ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社
日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社
OCEAN LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited
PT Panin Internasional
CP New Co LLC
当社の関連会社となったCP New Co LLC及びその傘下97社の計98社について、当連結
会計年度より持分法の適用範囲に含められた後、CP New Co LLC傘下５社について持分
法の適用範囲から除外しております。
株式会社ベネフィット・ワン及びその傘下10社の計11社について、株式の追加取得によ
り当社の子会社となったため、当連結会計年度より持分法の適用範囲から除外しておりま
す。
アセットマネジメントOne株式会社傘下１社について、当連結会計年度より持分法の適
用範囲から除外しております。
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当社は、2025年５月10日に当社の関連会社である OCEAN LIFE INSURANCE
PUBLIC COMPANY LIMITED の全株式について、株式譲渡に係る契約を締結いたしまし
た。本件に関する概要は、29（4）に記載のとおりであります。

（3）持分法を適用していない非連結子会社（第一生命テクノクロス株式会社、株式会社第一ビ
ルディング、ファースト・ユー匿名組合他）及び関連会社（みずほ第一フィナンシャルテク
ノロジー株式会社、日本物産株式会社他）については、それぞれ当期純損益（持分に見合う
額）及び利益剰余金（持分に見合う額）その他の項目からみて、連結計算書類に及ぼす影響
が軽微であり、かつ全体としても重要性が乏しいため、持分法の適用範囲から除外しており
ます。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、在外連結子会社の決算日は、12月31日及び３月31日であります。連結

計算書類の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要
な取引については、連結上必要な調整を行っております。

４ のれんの償却に関する事項
のれんについては、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却しております。た

だし、重要性が乏しいのれんについては、発生連結会計年度に一括償却しております。
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(連結貸借対照表の注記)
１ 当社及び連結子会社の保有する有価証券（現金及び預貯金、買入金銭債権のうち有価証券に
準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用している有価証券を含む。）は、次の
とおり評価しております。
（1）売買目的有価証券

時価法（売却原価の算定は移動平均法）
（2）満期保有目的の債券

移動平均法による償却原価法（定額法）
（3）責任準備金対応債券（「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及
び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号）に基づく責任準備
金対応債券をいう。）
移動平均法による償却原価法（定額法）

（4）非連結かつ持分法非適用の子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

（5）その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの

連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価の算定は移動平均法）
② 市場価格のない株式等

移動平均法による原価法
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

一部の在外連結子会社の保有する有価証券の売却原価の算定は、先入先出法によっております。
２ 責任準備金対応債券に係るリスク管理方針の概要は、次のとおりであります。

保険商品の特性に応じて小区分を設定し、リスク管理を適切に行うために、各小区分を踏ま
えた全体的な資産運用方針と資金配分計画を策定しております。また、責任準備金対応債券と
責任準備金のデュレーションが一定幅の中で一致していることを、定期的に検証しておりま
す。
なお、第一生命保険株式会社の小区分は次のとおり設定しております。
① 個人保険・個人年金保険（ただし、一部保険種類を除く）
② 無配当一時払終身保険（告知不要型）
③ 財形保険・財形年金保険
④ 団体年金保険（拠出型企業年金保険（拠出型企業年金保険（Ⅱ）及び企業年金保険のう

ち拠出型企業年金保険（Ⅱ）へ種類変更可能な契約））
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⑤ 団体年金保険（２）（確定給付企業年金保険、厚生年金基金保険（Ⅱ）、新企業年金保険
（Ⅱ））

また、第一フロンティア生命保険株式会社の小区分は次のとおり設定しております。
① 個人保険・個人年金保険（円貨建）
② 個人保険・個人年金保険（米ドル建）
ただし、一部保険種類・保険契約を除く。

３ デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。
４ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地
の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延
税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資
産の部に計上しております。
・再評価を行った年月日 2001年３月31日
・同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第１号
に定める公示価格及び第２条第４号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行って算出

５ 減価償却資産の減価償却の方法は、次のとおりであります。
（1）有形固定資産（リース資産を除く。）

当社及び国内連結子会社の有形固定資産の減価償却の方法は、定率法（ただし、建物
（2016年３月31日以前に取得した建物付属設備及び構築物を除く。）については定額法）に
よっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ２年〜60年
その他の有形固定資産 ２年〜20年

なお、その他の有形固定資産のうち取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、
３年間で均等償却しております。
また、2007年３月31日以前に取得した有形固定資産のうち、従来の償却可能限度額まで

償却が到達している有形固定資産については、償却到達年度の翌連結会計年度より残存簿価
を５年間で均等償却しております。
在外連結子会社の保有する有形固定資産の減価償却の方法は、主として定額法によってお

ります。
（2）無形固定資産（リース資産を除く。）

無形固定資産の減価償却の方法は、定額法によっております。
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連結子会社の買収等により取得した無形固定資産については、その効果が及ぶと見積もら
れる期間にわたり、効果の発現する態様にしたがって償却しております。
なお、自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用可能期間（２年〜16年）に基

づく定額法によっております。
（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとした定額法によっております。

（4）有形固定資産の減価償却累計額 613,099百万円
６ 外貨建資産及び負債（非連結かつ持分法非適用の子会社株式及び関連会社株式は除く。）は、
決算日の為替相場により円換算しております。なお、非連結かつ持分法非適用の子会社株式及
び関連会社株式は、取得時の為替相場により円換算しております。また、在外連結子会社の資
産、負債、収益及び費用は、在外連結子会社の事業年度末日の為替相場により円換算し、換算
差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
一部の連結子会社については、外貨建保険等に係る外貨建その他有価証券のうち債券等に係

る換算差額について、外国通貨による時価の変動を評価差額として処理し、それ以外を為替差
損益等として処理しております。

７ 連結される国内の生命保険会社の貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に
則り、次のとおり計上しております。
破産、民事再生等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」

という。）に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下、「実質破綻先」とい
う。）に対する債権については、下記直接減額後の債権額から担保及び保証等による回収可能
見込額を控除し、その残額を計上しております。
また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる

債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に対する債権については、債権額から担保及び保証等
による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と
認める額を計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等を

債権額等に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署か

ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行
っております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保及び
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保証等による回収可能見込額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額して
おり、その金額は１百万円であります。
一部の在外連結子会社においては、対象となる債権について当初認識時に全期間の予想信用

損失を見積り、貸倒引当金を認識しております。
８ 投資損失引当金は、投資による損失に備えるため、資産の自己査定基準及び償却・引当基準
に則り、市場価格のない株式等及び組合出資金等について、将来発生する可能性のある損失見
込額を計上しております。

９ 役員退職慰労引当金は、役員退任慰労金の支給に備えるため、一部の連結子会社の社内規程
に基づく支給見込額を計上しております。

10 時効保険金等払戻引当金は、時効処理を行った保険金等について契約者からの払戻請求に
基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上してお
ります。

11 退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込
額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。
退職給付に係る会計処理の方法は次のとおりであります。

（1）退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属さ

せる方法については、給付算定式基準によっております。
（2）数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（７年）に
よる定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（７年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度
から費用処理することとしております。なお、一部の在外連結子会社は回廊アプローチを
採用しております。
また、一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

12 価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。
13 ヘッジ会計の方法は、次のとおりであります。
（1）ヘッジ会計の方法

当社及び一部の国内連結子会社のヘッジ会計の方法は「金融商品に関する会計基準」（企
業会計基準第10号）に従い、主に、貸付金の一部、公社債の一部及び借入金・社債の一部
に対するキャッシュ・フローのヘッジとして金利スワップの特例処理及び繰延ヘッジ、外
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貨建債券の一部、外貨建貸付金の一部、外貨建借入金・外貨建社債、外貨建予定取引の一
部及び外貨建定期預金に対する為替変動に係るキャッシュ・フローのヘッジとして通貨ス
ワップ、為替予約及び外貨建金銭債権による振当処理及び繰延ヘッジ、外貨建債券の一部
に対する為替変動に係る価格変動リスクのヘッジとして通貨オプション、為替予約による
時価ヘッジ、外貨建債券の一部に対する金利変動リスクのヘッジとして債券店頭オプショ
ンによる繰延ヘッジ、国内株式の一部及び外貨建予定取引の一部に対する価格変動リスク
のヘッジとして株式オプション、株式先渡による繰延ヘッジ及び時価ヘッジ、また、保険
負債の一部に対する金利変動リスクのヘッジとして「保険業における金融商品会計基準適
用に関する会計上及び監査上の取扱い」（業種別委員会実務指針第26号）に基づく金利スワ
ップによる繰延ヘッジを行っております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)
金利スワップ 貸付金、公社債、借入金・社債、保険負債
通貨スワップ 外貨建債券、外貨建貸付金、外貨建借入金・外貨建社債、外貨

建予定取引
為替予約 外貨建債券、外貨建定期預金、外貨建予定取引
外貨建金銭債権 外貨建予定取引
通貨オプション 外貨建債券
債券店頭オプション 外貨建債券
株式オプション 国内株式、外貨建予定取引
株式先渡 国内株式

（3）ヘッジ方針
当社及び一部の国内連結子会社では、資産運用に関する社内規程等に基づき、ヘッジ対

象に係る価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジし
ております。

（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定は、主に、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動又

は時価変動を比較する比率分析によっております。
14 当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、主として税抜方式によっ
ております。ただし、資産に係る控除対象外消費税のうち、法人税法施行令に定める繰延消
費税については、その他資産に計上し５年間で均等償却し、繰延消費税以外のものについて
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は、発生連結会計年度に費用処理しております。
15 連結される国内の生命保険会社の責任準備金は、期末時点において、保険契約上の責任が
開始している契約について、保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険業法第
116条第１項に基づき算出方法書（保険業法第４条第２項第４号）に記載された方法に従っ
て計算し、積み立てております。
責任準備金のうち保険料積立金については、次の方式により計算しております。

（1）標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵省告示第
48号）

（2）標準責任準備金の対象とならない契約については平準純保険料式
なお、直近の実績に基づき将来の収支を予測すること等により、将来の債務の履行に支障

を来すおそれがあると認められる場合には、保険業法施行規則第69条第５項に基づき、追加
して責任準備金を積み立てる必要があります。期末時点における責任準備金には、同項に従
い、一部の終身保険契約を対象に追加して積み立てた責任準備金が含まれております。
また、責任準備金のうち危険準備金については、保険業法施行規則第69条第１項第３号に

基づき、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に
備えて積み立てております。
連結される米国の生命保険会社の責任準備金は、米国会計基準に基づき、契約時等に定め

る保険数理計算上の仮定（金利、死亡率、継続率等）に基づく将来の予定キャッシュ・フロ
ーの見積りに基づき算出した額を積み立てております。なお、当該見積りと直近の実績が大
きく乖離することにより、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合に
は、仮定の見直しを行い、追加して責任準備金を積み立てる必要があります。
連結される豪州及びニュージーランドの生命保険会社の責任準備金は、国際財務報告基準

に基づき、連結会計年度末時点における保険数理計算上の仮定（金利、死亡率、継続率、経
費率等）に基づく将来の予定キャッシュ・フローの見積り額に貨幣の時間価値、保険契約か
ら生じるキャッシュ・フローの金融リスクと不確実性の影響を反映して算出した額及び、保
険契約から生じると見込まれる利益のうち連結会計年度末時点において未稼得の部分の額を
足し合わせた額を積み立てております。なお、保険期間が１年以内であるなどの一定の条件
を満たす一部の保険契約については、将来のキャッシュ・フローを見積ることなく、連結会
計年度末時点において未経過となっている期間に対応する保険料の額を積み立てております。
上記以外の連結される海外の生命保険会社の責任準備金は、各国の会計基準に基づき算出

した額を積み立てております。
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16 一部の連結される国内の生命保険会社の個人保険の既発生未報告支払備金 （まだ支払事由
の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金
等をいう。以下同じ。）については、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設又は自
宅にて医師等の管理下で療養をされた場合（以下、「みなし入院」という。）等に入院給付金
等を支払う特別取扱を2023年５月８日以降終了したことにより、平成10年大蔵省告示第
234号（以下、「IBNR告示」という。）第１条第１項本則に基づく計算では適切な水準の額を
算出することができないことから、IBNR告示第１条第１項ただし書の規定に基づき、以下の
方法により算出した額を計上しております。
（計算方法の概要）
IBNR告示第１条第１項本則に掲げるすべての事業年度の既発生未報告支払備金積立所要額

及び保険金等の支払額から、みなし入院に係る額を除外した上で、IBNR告示第１条第１項本
則と同様の方法により算出しております。

17 重要な会計上の見積りに関する事項は、次のとおりであります。
（1）のれんの評価
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度の連結貸借対照表において計上されているのれんは、当社による
Protective Life Corporationの買収並びにProtective Life Corporationが行う買収事
業に関連して計上されたのれん91,154百万円、TAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltdの
買収に関連して計上されたのれん21,858百万円、Partners Group Holdings Limitedの
買収に関連して計上されたのれん16,635百万円、アイペット損害保険株式会社の買収に
関連して計上されたのれん13,231百万円及び株式会社ベネフィット・ワンの買収に関連
して計上されたのれん185,548百万円であります。

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
Protective Life Corporation及びTAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltdの買収等に関

連して計上されたのれんは、各連結子会社の連結財務諸表に計上されており、各国の会計
基準に基づき各連結子会社でのれんの減損損失の計上の要否に関する判断を行っておりま
す。
Protective Life Corporationにおいては、定期的に、のれんの減損損失の計上の要否

を判断しております。
まず、のれんを含む報告単位の公正価値が帳簿価額を下回っている可能性が50%超であ

るかどうか（減損の兆候の有無）について定性的要因を評価しております。なお、会計基
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準において全部又は一部の報告単位について、減損の兆候の有無の判定を省略し、後述の
定量的減損テストに進むことが認められております。減損の兆候の有無は、Protective
Life Corporation及び各報告単位を取り巻く経済環境及び市場環境の悪化の有無、将来の
利益又はキャッシュ・フローにマイナスの影響を及ぼす要因の有無、全般的な業績の悪化
の有無、Protective Life Corporation及び各報告単位に固有のその他の事象を考慮して
総合的に検討しております。
次に、減損の兆候の有無の判定において、のれんに減損の兆候が認められると結論付け

られた場合、又は減損の兆候の有無の判定を省略することを選択した場合に、のれんを含
む報告単位の帳簿価額と公正価値との比較（定量的減損テスト）を行います。公正価値の
算出に当たって使用される主要な仮定（事業収支予測、割引率等）には見積りの不確実性
があります。
減損の兆候となる環境の悪化や事象が生じた場合、又は帳簿価額と公正価値との比較

（定量的減損テスト）において使用される主要な仮定が変動した場合、翌連結会計年度に
おいて、減損損失が発生する可能性があります。
TAL Dai-ichi Life Australia Pty Ltdにおいては、のれんを配分した資金生成単位の帳

簿価額と回収可能価額との比較（定量的減損テスト）を行うことで、のれんの減損損失の
計上の要否を判断しております。回収可能価額は、エンベディッド・バリュー等に基づき
算出しており、エンベディッド・バリューの算出に当たっては、保険数理計算上の仮定
（割引率、保険事故発生率、継続率等）を用いております。保険数理計算上の仮定の更新
により回収可能価額が低下した場合には、翌連結会計年度において、減損損失が発生する
可能性があります。
当社は、各連結子会社での判断の結果を踏まえ、日本の会計基準に基づき減損損失の計
上の要否の判定を行っております。
Partners Group Holdings Limited 、アイペット損害保険株式会社及び株式会社ベネ
フィット・ワンの買収に関連して計上されたのれんは、当社の連結計算書類に計上されて
おり、当社が日本の会計基準に基づきのれんの減損損失の計上の要否に関する判断を行っ
ております。
まず、のれんを含む資産グループの減損の兆候の有無について判定しております。減損
の兆候の有無は、Partners Group Holdings Limited 、アイペット損害保険株式会社及
び株式会社ベネフィット・ワンを取り巻く経済環境及び市場環境の悪化の有無、将来の利
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益又はキャッシュ・フローにマイナスの影響を及ぼす要因の有無、全般的な業績の悪化の
有無、のれんを含む資産グループの実質価値の著しい下落の有無、各資産グループに固有
のその他の事象を考慮して総合的に検討しております。
次に、減損の兆候の有無の判定において、のれんに減損の兆候が認められると結論付け
られた場合に、のれんを含む資産グループから将来生じるキャッシュ・フローを見積り、
その総額と帳簿価額を比較し、下回る場合には減損損失を認識することとなります。減損
損失を認識することとなった、のれんを含む資産グループは回収可能価額を算出のうえ、
帳簿価額と回収可能価額との差額を減損損失として認識します。回収可能価額の算出に当
たって使用される主要な仮定（事業収支予測、割引率、保険数理計算上の仮定等）には見
積りの不確実性があります。
減損の兆候となる環境の悪化や事象が生じた場合、翌連結会計年度において、減損損失
が発生する可能性があります。
なお、当連結会計年度において、のれんの減損の兆候は無いと判断しており、減損損失
は計上しておりません。
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（2）無形固定資産の評価
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度の連結貸借対照表において計上されているその他の無形固定資産には、
当社によるProtective Life Corporationの買収並びにProtective Life Corporationが
行う買収事業に関する保有契約価値相当額314,319百万円、当社の中間持株会社である
第一生命インターナショナルホールディングス合同会社を通じたPartners Group
Holdings Limitedの買収に関する保有契約価値相当額30,501百万円、当社によるアイペ
ット損害保険株式会社の買収に関する保有契約価値相当額19,138百万円及び当社による
株式会社ベネフィット・ワンの買収に関する顧客関連資産103,937百万円が含まれてお
ります。

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
買収等により計上された保有契約価値は、保険数理計算に基づき、買収時点で有効な保

険契約及び投資契約のキャッシュ・フローから得られる将来利益の現在価値として算定さ
れ、連結子会社の連結財務諸表に計上されており、その効果が及ぶと見積られる期間にわ
たり、効果の発現する態様に従って償却しております。また、買収等により計上された顧
客関連資産は、買収時点における既存顧客との継続的な取引関係により生み出すことが期
待されているキャッシュ・フローから得られる将来利益の現在価値として算定され、連結
子会社の連結財務諸表に計上されており、その効果が及ぶと見積られる期間にわたり、効
果の発現する態様に従って償却しております。
Protective Life Corporationの保有契約価値は、将来の保険料収入又は見積総利益、

並びにその契約期間等を基礎として償却しております。
そのうち、投資性保険商品等から生じる保有契約価値については、定期的に保険数理計

算上の仮定（金利、死亡率、継続率等）を見直し、必要に応じて更新することにより、償
却額が増減いたします。継続率の変動により見積総利益の増減が見込まれる場合等、保険
数理計算上の仮定の更新により、翌連結会計年度において償却額が増減する可能性があり
ます。
また、伝統的保険商品等から生じる保有契約価値は、予め定められた償却に加え、定期

的に責任準備金の積み立ての十分性に関する判断と一体で保有契約価値の減価の有無を検
討しております。契約時等に定める保険数理計算上の仮定（金利、死亡率、継続率等）に
基づく将来の予定キャッシュ・フローの見積りと直近の実績が大きく乖離することによ
り、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、翌連結会計年度
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において、追加の責任準備金の計上に先立ち、保有契約価値の減価相当額が損失計上され
る可能性があります。なお、当連結会計年度において、保有契約価値の減価相当額の損失
は計上しておりません。
Partners Group Holdings Limited及びアイペット損害保険株式会社の買収に際して

計上した保有契約価値並びに株式会社ベネフィット・ワンの買収に際して計上した顧客関
連資産の減損損失の計上の要否については、定期的に、のれんの減損損失の計上に関する
判断と一体で検討しております。減損の兆候となる環境の悪化や事象が生じた場合、翌連
結会計年度において、減損損失が発生する可能性があります。なお、当連結会計年度にお
いて、のれんの兆候判定の結果と同様に、保有契約価値及び顧客関連資産の減損の兆候は
無いと判断しております。
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18 未適用の会計基準等に関する事項は、次のとおりであります。
（1）金融サービス−保険契約に関する会計基準等
・「金融サービス−保険契約」（Topic944）（ASU第2018-12号 2018年８月15日、ASU
第2019-09号 2019年11月15日、ASU第2020-11号 2020年11月５日）
① 概要

当該会計基準は、将来保険給付に係る負債の会計処理、市場リスクを伴う給付の公正価
値測定、繰延新契約費の償却方法を中心に改正されたものであります。
米国会計基準を適用する非公開会社においては、2024年12月16日以降に開始する事

業年度の期末から適用されます（早期適用は可能）。
② 適用予定日

一部の在外連結子会社において、米国会計基準を適用しておりますが、2025年12月
31日に終了する事業年度の期末から適用する予定であります。
なお、在バミューダの連結子会社において、2022年12月31日に終了する事業年度か

ら早期適用しております。
③ 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準の適用による影響は、現在評価中であります。
なお、在バミューダの連結子会社による当該会計基準の適用が連結計算書類に与える影

響は僅少であります。
（2）リースに関する会計基準等
・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日）
・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13
日）
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
① 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の
取扱いを定めるものであります。

② 適用予定日
2027年4月1日より開始する事業年度の期首から適用する予定であります。

③ 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、現在評価中であります。
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19 金融商品等に関する事項は、次のとおりであります。
（1）金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針

当社グループは生命保険事業を中心に事業を行っており、生命保険契約の持つ負債特
性を考慮し、年金や保険金等を長期にわたって安定的に支払うことを目的に、ALM
（Asset Liability Management：資産・負債総合管理）の考えに基づき確定利付資産
（公社債、貸付等）を中心とした運用を行っております。また、経営の健全性を十分に確
保した上で、許容できるリスクの範囲で株式や外国証券を保有することで、収益力の向
上及びリスクの分散を図っております。
デリバティブ取引については、主に保有している現物資産に係る市場リスクのヘッジ

を目的とした取引を行っております。
資金調達については、主として、自己資本充実の一環として、銀行借入による間接金

融の他、劣後債の発行といった資本市場からの資金の調達を行っております。調達した
これらの金融負債が、金利変動等による影響を受けないように、デリバティブ取引をヘ
ッジ手段として一部の金融負債に対するヘッジ会計を適用しております。

② 金融商品の内容及びそのリスク
当社グループが保有する金融資産のうち、有価証券は、主に株式、債券であり、これ

らは、それぞれ市場価格の変動リスク、発行体の信用リスク及び金利の変動リスクに晒
されている他、外貨建のものは為替の変動リスクに晒されております。また、貸付金は、
取引先の債務不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。
資金調達における借入金・社債は、予期せぬ資金の流出等により支払期日にその支払

を実行できなくなることや、通常より著しく高い金利で資金調達を余儀なくされること
といった流動性リスクに晒されております。また、借入金・社債のうち変動金利や外貨
建のものは、金利の変動リスクや為替の変動リスクに晒されております。
貸付金や借入金等の一部に関する金利の変動リスクのヘッジ手段として金利スワップ

取引、国内株式の一部に関する価格変動リスクのヘッジ手段として株式先渡取引、外貨
建債券や短期外貨預金等の一部、外貨建借入金等の一部に関する為替変動リスクのヘッ
ジ手段として為替予約取引、通貨オプション取引、通貨スワップ取引を行い、ヘッジ会
計を適用しております。
この他、保険負債の一部に関する金利変動リスクのヘッジ手段として「保険業におけ

る金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（業種別委員会実務指針第
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26号）に基づく金利スワップ取引、資金保証契約に関する為替変動リスクのヘッジ手段
として通貨スワップ取引を行い、ヘッジ会計を適用しております。
ヘッジ会計の適用にあたっては、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号）

等における適用要件を満たすため、方針文書・規程等を整備した上で、ヘッジ対象とリ
スクの種類及び選択するヘッジ手段を明確にし、事前並びに事後の有効性の検証を実施
しております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
当社グループでは、リスク管理に関する基本方針及び管理手法等を定めた規程等を取

締役会等で定め、これらの方針・規程等に基づき、リスク管理を行っております。
ａ 市場リスクの管理

第一生命保険株式会社では、資産運用に関する方針及び市場リスク管理に関する諸
規定に従い、負債の特性を勘案した中長期的なアセットアロケーションによりリスク
管理を行うことを基本とし、ポートフォリオを運用目的別に区分し、それぞれのリス
ク特性に応じた管理を行っております。
（a）金利リスクの管理

金利の変動リスクに関して、金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握する
とともに資産と負債のギャップ分析や金利感応度分析等のモニタリングを行い、定
期的に取締役会等に報告しております。

（b）為替リスクの管理
為替の変動リスクに関して、金融資産及び負債の通貨別の構成比等を把握すると

ともに感応度分析等のモニタリングを行い、定期的に取締役会等に報告しております。
（c）価格変動リスクの管理

価格変動リスクに関して、有価証券を含めた運用資産ポートフォリオ全体を対象
として、資産別のリスク特性に応じてリスク管理のスタンス、具体的管理方法を定
め、保有残高や資産配分のリミットを設定する等の管理を行っております。
これらの情報はリスク管理所管を通じ、定期的に取締役会等に報告しております。

（d）デリバティブ取引
デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジ有効性の検証、事務管理に関

する部門をそれぞれ分離し内部牽制を確立するとともに、投機的な利用を制限する
ため、資産区分別にヘッジ等利用目的による制限やポジション上限額等を設定して
おります。
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上記以外の連結子会社においても、グループのリスク管理の基本方針等に基づき、
適切なリスク管理体制を構築しております。
なお、第一フロンティア生命保険株式会社では、債券に係る為替リスクのヘッジや

財務健全性の維持等を目的としてデリバティブ取引を行っております。最低保証リス
クを含む全社的なリスクの状況については、リスク管理所管を通じ、定期的に取締役
会等に報告しております。

ｂ 信用リスクの管理
第一生命保険株式会社では、資産運用に関する方針及び信用リスク管理に関する諸

規定に従い、貸付金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、
内部格付、保証や担保の設定、問題債権への対応等与信管理に関する体制を整備し、
運営しております。社債投資においては、審査所管が個別に内部格付等に基づいて投
資上限枠を設定し、運用執行所管は上限枠の範囲内で投資を行うことで過度なリスク
テイクを抑制しております。また、大口与信先に対しては取組方針を策定し、遵守状
況を確認する等、与信集中を回避するための枠組みを整備しております。これらの与
信管理は、審査所管の他、リスク管理所管が行い、定期的に取締役会等に報告してお
ります。更に、与信管理の状況については、内部監査部門がチェックしております。
また、有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティー
リスクに関しては、審査所管において、カウンターパーティー別・取引商品別に上限
額を設定するとともに信用情報の把握を定期的に行い、リスク管理所管において、カ
レントエクスポージャー等の把握を定期的に行うことで管理しております。
上記以外の連結子会社においても、グループのリスク管理の基本方針等に基づき、

適切なリスク管理体制を構築しております。
④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

① コールローン 566,500 566,545 45
② 買入金銭債権 207,197 207,197 −
③ 金銭の信託 899,485 899,485 −
④ 有価証券(※２)(※３)
ａ 売買目的有価証券 8,504,026 8,504,026 −
ｂ 満期保有目的の債券 181,275 171,422 △9,852
ｃ 責任準備金対応債券 20,708,240 18,353,254 △2,354,985
ｄ 子会社・関連会社株式 1,879 1,879 −
ｅ その他有価証券 22,219,258 22,219,258 −

⑤ 貸付金 5,130,891
貸倒引当金(※４) △17,955

5,112,935 4,802,170 △310,764
資産計 58,400,799 55,725,241 △2,675,557

① 社債 1,153,124 1,111,813 △41,310
② 売現先勘定 1,699,129 1,699,280 150
③ 借入金 874,235 866,494 △7,740

負債計 3,726,489 3,677,588 △48,900
デリバティブ取引(※５)
ａ ヘッジ会計が適用されて

いないもの 1,361 1,361 −

ｂ ヘッジ会計が適用されて
いるもの (166,000) (163,895) 2,105

デリバティブ取引計 (164,638) (162,533) 2,105
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（※１）現金及び預貯金、短期社債は、主に満期までの期間が短いもの及び満期のないものであり、時価は帳
簿価額と近似していることから、注記を省略しております。

（※２）一部の投資信託について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額
を時価とみなしており、当該投資信託が含まれております。

（※３）市場価格のない株式等及び組合出資金等の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時
価情報の「資産 ④ 有価証券」には含まれておりません。

区分 連結貸借対照表計上額
(百万円)

市場価格のない株式等(*1)(*3) 251,310
組合出資金等(*2)(*3) 1,167,919
(*1) 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第19号 2024年９月13日）第５項に従い、時価開示の対象とは
しておりません。

(*2) 組合出資金等は主に匿名組合、投資事業組合等であります。これらは「時価の算定に関する会
計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）第24-16項に従い、時
価開示の対象とはしておりません。

(*3) 当連結会計年度において、19,015百万円減損処理を行っております。
（※４）貸付金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（※５）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については、( )で示しております。
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(注)１ 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
(百万円)

１年超
５年以内
(百万円)

５年超
10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金及び預貯金 1,884,639 2,969 1,075 553
コールローン 566,500 − − −
買入金銭債権 2,941 59,466 27,323 125,408
有価証券
満期保有目的の債券(公社債) 4,400 106,800 29,100 33,800
満期保有目的の債券(外国証券) 100 7,562 − −
責任準備金対応債券(公社債) 169,769 1,127,475 2,346,637 14,605,747
責任準備金対応債券(外国証券) 159,577 1,095,117 411,949 1,369,574
その他有価証券のうち満期が
あるもの(公社債) 198,839 1,034,433 514,718 752,097

その他有価証券のうち満期が
あるもの(外国証券) 608,747 2,272,001 3,753,253 8,742,759

その他有価証券のうち満期が
あるもの(その他の証券) 1,686 553,025 295,037 84,158

貸付金(※) 670,887 1,986,455 1,031,361 888,173

(※) 貸付金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない86百万
円、期間の定めのないもの552,910百万円は含まれておりません。

(注)２ 社債、借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

社債(※１) 41,917 7,504 − 63,272 − 188,347
売現先勘定 1,699,129 − − − − −
借入金(※２) 39,860 345,908 17,444 103,552 1,000 121,500

(※１) 社債のうち、期間の定めのないもの886,780百万円は含まれておりません。
(※２) 借入金のうち、期間の定めのないもの245,000百万円は含まれておりません。
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（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において

形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価
格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外
の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した
時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ
ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベル
に時価を分類しております。
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① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価(百万円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
買入金銭債権 − − 207,197 207,197
金銭の信託 395,033 504,452 − 899,485
有価証券(※)
売買目的有価証券 3,996,220 4,421,901 85,905 8,504,026
その他有価証券
国債 947,447 − − 947,447
地方債 − 33,159 − 33,159
社債 − 1,790,624 5,241 1,795,865
株式 3,281,627 23 − 3,281,651
外国公社債 333,588 13,083,251 612,073 14,028,913
外国その他証券 564,718 389,370 63,231 1,017,320
その他の証券 5,266 956,355 40,470 1,002,092

デリバティブ取引
通貨関連 484 61,252 − 61,736
金利関連 − 14,543 − 14,543
株式関連 19,643 138,419 − 158,062
債券関連 1,912 146 − 2,059
その他 − 915 107,346 108,262

資産計 9,545,942 21,394,415 1,121,467 32,061,825
社債 − 7,460 − 7,460
売現先勘定 − 62,492 − 62,492
借入金 − 77,791 − 77,791
デリバティブ取引
通貨関連 − 131,953 − 131,953
金利関連 − 71,873 − 71,873
株式関連 1,169 97,697 − 98,867
債券関連 2,520 15,153 − 17,674
その他 − − 188,934 188,934

負債計 3,690 464,422 188,934 657,047
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(※) 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）第
24-3項及び9項の基準価額を時価とみなす投資信託については、上記表には含めておりません。連結貸
借対照表における当該投資信託の金額は有価証券112,808百万円であります。なお、期首残高から期末
残高への調整表及び、算定日における解約等に関する制限の内容ごとの内訳は、基準価額を時価とみな
す投資信託の合計額の重要性が乏しいため、注記を省略しております。

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価(百万円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
コールローン − 566,545 − 566,545
有価証券
満期保有目的の債券
国債 34,507 − − 34,507
社債 − 129,323 − 129,323
外国公社債 − 4,138 3,453 7,591

責任準備金対応債券
国債 14,261,292 − − 14,261,292
地方債 − 101,109 − 101,109
社債 − 1,230,175 − 1,230,175
外国公社債 356,213 2,404,463 − 2,760,677

子会社・関連会社株式 − 682 1,197 1,879
貸付金 − − 4,802,170 4,802,170

資産計 14,652,013 4,436,438 4,806,821 23,895,273
社債 − 1,091,030 13,323 1,104,353
売現先勘定 − 1,636,788 − 1,636,788
借入金 − 6,273 782,428 788,702

負債計 − 2,734,092 795,752 3,529,844
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（注)１ 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
コールローン
コールローンは、残存期間に応じた利率で、将来キャッシュ・フローを割り引いて時価を算定しており、

レベル２の時価に分類しております。
なお、コールローンのうち、返済見込期間が短期間であるものは、時価が帳簿価額と近似しているものと

想定されるため、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類しております。

買入金銭債権
買入金銭債権は、主に外部業者、取引金融機関から入手した価格を用いて評価しております。入手した価

格に使用されたインプットには、重要な観察できないインプットを用いているためレベル３の時価に分類し
ております。
金銭の信託
金銭の信託は、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類しており

ます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類しており
ます。
相場価格をもって時価としている金銭の信託以外は、外部業者、取引金融機関から入手した価格を用いて

評価しており、主に信託財産の構成物のレベルに基づき、レベル１の時価又はレベル２の時価に分類してお
ります。

有価証券
有価証券は、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類しており、

主に株式や国債がこれに含まれております。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場
合にはレベル２の時価に分類しております。
相場価格をもって時価としている債券以外の債券は、主に外部業者、取引金融機関から入手した価格を用

いて評価しております。これらの価格は将来キャッシュ・フローをリスクフリーレートにクレジットスプレ
ッドを加味した割引率で割り引くことで現在価値を算定しており、算定にあたって観察可能なインプットを
用いている場合はレベル２の時価、重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル３の時価に分
類しております。
また、市場における取引価格が存在しない投資信託は、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求

められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価としており、主な信託財産の構成物のレベルに基
づき、レベル２の時価又はレベル３の時価に分類しております。
一部の在外連結子会社における資産担保証券は、外部業者から入手した価格をもって時価としており、算

定にあたって観察可能なインプットを用いている場合はレベル２の時価、重要な観察できないインプットを
用いている場合はレベル３の時価に分類しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（4）有価証券に関する事項」に記載してお

ります。
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貸付金
貸付金は、対象先に新規貸付を行った場合に想定される内部格付・残存期間に応じた利率、新規貸付を行

った際に想定される利率に市場リスクや流動性リスクを加味した割引率で、将来キャッシュ・フローを割り
引いて時価を算定しており、レベル３の時価に分類しております。
また、リスク管理債権は、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保・保証による回収見込額等に

基づいて貸倒引当金を算定しており、時価は連結決算日における連結貸借対照表の債権等計上額から貸倒引
当金を控除した金額に近似しているため、当該金額をもって時価としており、レベル３の時価に分類してお
ります。なお、貸付金のうち、当該貸付を担保資産の範囲内に限る等の特性により、返済期限を設けていな
いものについては、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるた
め、帳簿価額を時価としており、レベル３の時価に分類しております。

負 債
社債
社債は、相場価格を利用できる社債については相場価格によっており、相場価格を利用できない社債につ

いては、将来キャッシュ・フローを類似商品の市場利回りに基づく割引率を用いて時価を算定しておりま
す。相場価格及び算定にあたって観察可能なインプットを用いている場合はレベル２の時価に分類してお
り、それ以外の場合はレベル３の時価に分類しております。

売現先勘定
売現先勘定は、残存期間に応じた利率で、将来キャッシュ・フローを割り引いて時価を算定しており、レ

ベル２の時価に分類しております。
なお、売現先勘定のうち、返済見込期間が短期間であるものは、時価が帳簿価額と近似しているものと想

定されるため、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類しております。

借入金
借入金は、新規借入を行った場合に想定される内部格付・残存期間に応じた利率を用いて、元利金の合計

額を割り引いて時価を算定しており、算定にあたって観察可能なインプットを用いている場合はレベル２の
時価、重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル３の時価に分類しております。また、一部
の借入金については、金利条件等から時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時
価としており、レベル３の時価に分類しております。
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デリバティブ取引
デリバティブ取引は、取引所取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものは

レベル1の時価に分類しており、主に株式関連取引、債券関連取引等がこれに含まれます。公表された相場
価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類しております。
店頭取引については主に外部業者、取引金融機関から入手した割引現在価値やオプション価格計算モデル

等により算出した価格を用いております。店頭取引の価格を算定する評価技法に使用されるインプットは主
に金利や為替レート、ボラティリティ等であり、観察できないインプットを用いていない又はその影響が重
要でないため、レベル２の時価に分類しております。
一部の在外連結子会社における組込デリバティブ取引は、保険数理キャッシュ・フローモデルを利用して

時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、保険契約の死亡率、解約失効
率、引出率等であり、重要な観察できないインプットを用いているため、レベル３の時価に分類しておりま
す。

（注)２ 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報
① 重要な観察できないインプットに関する定量的情報

区分 評価技法 重要な観察できない
インプット インプットの範囲

有価証券
売買目的有価証券 割引現在価値法 割引率 △0.47％-7.00％

返済率 5.90％-20.23％
その他有価証券
外国公社債 割引現在価値法 割引率 △0.47％-7.00％

返済率 5.90％-20.23％
デリバティブ取引
その他
（組込デリバティブ）

保険数理キャッシュ・
フローモデル

死亡率 公表されている死亡率に
仮定を加味した割合を使用

解約失効率 契約期間等に応じた
解約失効率の割合を使用

引出率 引出率に最低限の引出額等の
仮定を加味した割合を使用
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② 期首残高から期末残高への調整表、当連結会計年度の損益に認識した評価損益
(単位：百万円)

期首
残高

当連結会計年度の損益
又はその他の包括利益

購入、売
却、発行及
び決済によ
る変動額
（純額）

レベル３
の時価へ
の振替
（※２）

レベル３
の時価か
らの振替
（※３）

期末
残高

当連結会計
年度の損益
に計

上した額の
うち

連結貸借対
照表日にお
いて

保有する金
融資産及び
金融負債の
評価損益
（※１）

損益に
計上

（※１）

その他
の包括
利益に
計上

買入金銭債権 226,450 △1,688 △4,577 △12,987 − − 207,197 △1,661
有価証券
売買目的有価証
券 84,102 861 5,574 △4,633 − − 85,905 885

その他有価証
券
社債 8,909 △902 △526 △2,238 − − 5,241 937
外国公社債 479,252 △4,243 36,320 86,439 25,056 △10,753 612,073 12,069
外国その他
証券 51,608 △54 △1,994 13,671 − − 63,231 −

その他の証
券 34,892 − 578 4,999 − − 40,470 −

デリバティブ取
引
その他（組込
デリバティブ） △98,983 28,806 △11,410 − − − △81,587 28,806

(※１) 連結損益計算書の「資産運用収益」及び「資産運用費用」に含まれております。
(※２) レベル２の時価からレベル３の時価への振替であり、時価の算定方法の変更に伴いインプットの観察

可能性が変化したことによるものであります。この振替は会計期間の末日に行っております。
(※３) レベル３の時価からレベル２の時価への振替であり、観察可能なインプットが利用可能になったこと

によるものであります。この振替は会計期間の末日に行っております。
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③ 時価評価のプロセスの説明
当社グループは財務諸表作成部門にて時価の算定及び時価のレベルの分類に関する方針及び手続を定め、

当該方針及び手続に沿って運用事務部門にて時価評価モデルを選定したうえで時価を算定し、時価をレベル
別に分類しております。当該時価については、算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時
価のレベルの分類の適切性を検証しております。また、第三者から入手した相場価格を時価として利用する
場合においては、使用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切
な方法により、妥当性を検証しております。

④ 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
有価証券
割引率
割引率は、基準市場金利に対する調整率であり、主にキャッシュ・フローの不確実性と金融商品の流動

性を反映して割引率を調整する流動性プレミアムと、発行者の信用リスクや同様の金融商品に関連する全
体的な市場リスクを反映して割引率を調整するリスク・プレミアムから構成されます。一般に、割引率の
著しい上昇（下落）は、時価の著しい下落（上昇）を生じさせます。

返済率
返済率は、予想される毎年の元本の返済率であります。一般に、著しい返済率の増加（減少）は対象と

なる金融商品の償還期間の減少（増加）を伴い、時価の著しい上昇（下落）を生じさせます。

その他（組込デリバティブ）
死亡率
死亡率は、ある集団に属する人のうち、一定期間に死亡した人の割合であります。一般に、著しい死亡

率の増加（減少）は、負債の時価の著しい下落（上昇）を生じさせ、組込デリバティブの時価に影響しま
す。

解約失効率
解約失効率は、ある集団に属する人のうち、一定期間に解約又は失効した人の割合であります。一般

に、著しい解約失効率の増加（減少）は、負債の時価の著しい下落（上昇）を生じさせ、組込デリバティ
ブの時価に影響します。

引出率
引出率は、一定期間に引き出される保険料積立金の割合であります。一般に、著しい引出率の増加（減

少）は、負債の時価の著しい上昇（下落）を生じさせ、組込デリバティブの時価に影響します。
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（4）有価証券に関する事項
① 売買目的有価証券

当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 △51,156百万円

② 満期保有目的の債券
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価
(百万円)

差額
(百万円)

時価が連結貸借対照表計上額を
超えるもの
公社債 − − −
国債 − − −
地方債 − − −
社債 − − −

外国証券 − − −
外国公社債 − − −

小計 − − −
時価が連結貸借対照表計上額を
超えないもの
公社債 173,620 163,831 △9,789
国債 35,975 34,507 △1,467
地方債 − − −
社債 137,645 129,323 △8,322

外国証券 7,654 7,591 △62
外国公社債 7,654 7,591 △62

小計 181,275 171,422 △9,852
合計 181,275 171,422 △9,852
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③ 責任準備金対応債券
連結貸借対照表計上額

(百万円)
時価
(百万円)

差額
(百万円)

時価が連結貸借対照表計上額を
超えるもの
公社債 4,866,364 5,104,575 238,211
国債 4,749,422 4,984,204 234,782
地方債 15,432 16,156 724
社債 101,508 104,213 2,704

外国証券 257,147 262,316 5,169
外国公社債 257,147 262,316 5,169

小計 5,123,511 5,366,892 243,380
時価が連結貸借対照表計上額を
超えないもの
公社債 12,854,601 10,488,000 △2,366,600
国債 11,489,836 9,277,087 △2,212,748
地方債 101,899 84,952 △16,947
社債 1,262,865 1,125,961 △136,904

外国証券 2,730,127 2,498,360 △231,766
外国公社債 2,730,127 2,498,360 △231,766

小計 15,584,728 12,986,361 △2,598,366
合計 20,708,240 18,353,254 △2,354,985
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④ その他有価証券
連結貸借対照表計上額

(百万円)
取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
公社債 1,176,755 1,112,852 63,903
国債 596,151 576,133 20,017
地方債 14,154 13,987 166
社債 566,450 522,731 43,718

株式 3,192,659 935,270 2,257,388
外国証券 4,290,386 3,889,056 401,330
外国公社債 3,684,311 3,434,304 250,007
外国その他証券 606,075 454,752 151,323

その他の証券 862,115 798,190 63,925
小計 9,521,918 6,735,369 2,786,548

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
公社債 1,599,716 1,677,833 △78,116
国債 351,295 391,214 △39,918
地方債 19,005 19,320 △315
社債 1,229,415 1,267,298 △37,883

株式 88,991 104,524 △15,533
外国証券 10,868,655 12,325,671 △1,457,015
外国公社債 10,407,330 11,833,403 △1,426,073
外国その他証券 461,325 492,267 △30,942

その他の証券 440,026 454,427 △14,401
小計 12,997,389 14,562,456 △1,565,066
合計 22,519,307 21,297,826 1,221,481

（注） その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金（取得原価
92,861百万円、連結貸借対照表計上額92,851百万円）及び買入金銭債権として表示している信託受益
権（取得原価213,585百万円、連結貸借対照表計上額207,197百万円）が含まれております。
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⑤ 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
該当事項はありません。

⑥ 当連結会計年度中に売却した責任準備金対応債券
売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

公社債 818,893 11,020 242,394
国債 720,348 11,001 207,400
地方債 3,767 − 1,882
社債 94,777 19 33,111

外国証券 360,545 636 40,702
外国公社債 360,545 636 40,702
外国その他証券 − − −

合計 1,179,439 11,657 283,096

⑦ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

公社債 240,350 223 10,096
国債 30,346 − 5,054
地方債 7,111 − 2
社債 202,892 223 5,039

株式 639,059 418,638 5,734
外国証券 2,783,031 139,343 149,596
外国公社債 2,252,503 37,739 127,461
外国その他証券 530,528 101,603 22,134

その他の証券 253,807 913 9,275
合計 3,916,248 559,119 174,702
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⑧ 減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて3,298百万円減損

処理を行っております。
なお、その他有価証券で時価のあるものについては、時価が取得原価に比べて50％以

上下落した銘柄については原則として減損処理を行い、30％以上50％未満下落した銘柄
のうち一定程度の信用状態に満たない等と認められる銘柄については、時価が取得原価
まで回復する可能性があると認められる場合を除き減損処理を行っております。

（5）金銭の信託に関する事項
①運用目的の金銭の信託

区分 連結貸借対照表計上額
(百万円)

当連結会計年度の損益に
含まれた評価差額

(百万円)
運用目的の金銭の信託 676,261 △5,407

②その他の金銭の信託（運用目的、満期保有目的及び責任準備金対応以外）

区分
連結貸借対照表

計上額
(百万円)

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

うち連結貸借
対照表計上額
が取得原価を
超えるもの
（百万円）

うち連結貸借
対照表計上額
が取得原価を
超えないもの
（百万円）

その他の金銭の信託 223,223 221,618 1,605 1,605 −
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20 一部の国内連結子会社は、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル等（土地
を含む。）を有しております。2025年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は
25,881百万円（賃貸収益は資産運用収益に、主な賃貸費用は資産運用費用に計上。）、売却損
益は8,819百万円（特別損益に計上。）、減損損失は2,243百万円（特別損失に計上。）であり
ます。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりで

あります。
連結貸借対照表計上額

期末時価
(百万円)期首残高 期中増減額 期末残高

(百万円) (百万円) (百万円)
924,722 29,738 954,461 1,365,464

(注)１ 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
２ 期中増減額のうち、主な増加額は不動産取得（92,348百万円）であり、主な減少額は不動産売却
（45,940百万円）、減価償却費（14,183百万円）及び減損損失（2,243百万円）であります。

３ 期末時価は、主要な物件については不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額、その他の物件について
は自社において合理的に見積った評価額等を使用しております。

21 消費貸借契約により貸し付けている有価証券の連結貸借対照表価額は、2,975,409百万円
であります。

22 債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに
貸付条件緩和債権の額は、次のとおりであります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 86百万円
危険債権 2,611 〃
三月以上延滞債権 2,940 〃
貸付条件緩和債権 3,310 〃
合計 8,948 〃
なお、破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始又は再生

手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準
ずる債権であります。
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危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪
化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産
更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しない債権であります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延してい

る貸付金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものでありま
す。
貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸
付金で、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当し
ないものであります。
７にあげた取立不能見込額の直接減額による破産更生債権及びこれらに準ずる債権の減少

額は１百万円であります。
23 保険業法第118条第１項に規定する特別勘定の資産の額は、1,875,728百万円であります。
なお、負債の額も同額であります。
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24 契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであります。
当連結会計年度期首残高 422,642百万円
当連結会計年度契約者配当金支払額 99,028 〃
利息による増加等 8,437 〃
契約者配当準備金繰入額 100,000 〃
当連結会計年度末残高 432,050 〃

25 関係会社の株式等は、次のとおりであります。
株式 153,779百万円
出資金 362,515 〃
合計 516,294 〃

26 保険業法第91条の規定による組織変更剰余金額は、117,776百万円であります。
27 担保に供している資産は次のとおりであります。

有価証券 2,459,802百万円
預貯金 12,180 〃
合計 2,471,982 〃
担保付き債務の額は次のとおりであります。
売現先勘定 1,699,129百万円
債券貸借取引受入担保金 224,044 〃
合計 1,923,173 〃
なお、上記有価証券には、売現先取引による買戻し条件付の売却を行った有価証券及び現

金担保付有価証券貸借取引により差し入れた有価証券2,105,728百万円が含まれております。
28 １株当たり純資産額は942円52銭であります。

なお、当社は2025年４月１日付で株式の分割を行い、当社普通株式１株を４株に分割して
おります。これに伴い、株式の分割が当連結会計年度の期首に行われたと仮定して１株当た
り純資産額を算定しております。
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29 重要な後発事象の注記は次のとおりであります。
（1）当社の連結子会社であるProtective Life Corporationは、2025年３月６日（米国時間）
付で、傘下の保険子会社を通じて、Protective Life Corporationが保有するユニバーサル
保険と年金保険の一部を出再するための再保険取引に係るマスター・トランザクション契
約をResolution Lifeと締結いたしました（以下、「当該再保険取引」という。）。当該再保険
取引に基づきProtective Life Corporationが出再する保険契約に係る責任準備金は約97
億米ドル（米国法定会計基準に基づく金額）となります。
当該再保険取引に基づき出再する保険契約の一部は、2025年４月８日（米国時間）に出
再が完了しており、残余部分については監督当局による認可等を前提として、2025年10
月までの取引完了を予定しております。
なお、当該再保険取引による当社の当連結会計年度の連結業績への影響はありません。

また、翌連結会計年度以降の連結業績への影響については現在精査中であります。
（2）当社の連結子会社であるTAL Dai-ichi Life Australia Pty Limited（以下、「TAL」とい
う。）は、2025年４月４日に、傘下に年金保険事業およびファンドマネジメント事業を有
する豪州の金融グループであるChallenger Limited（以下、「Challenger社」という。）の
株式を、ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社より取得する
ことを決定し、株式譲渡に係る契約を締結いたしました。
① 株式取得の目的
TALによるChallenger社の株式取得を通じて、豪州で成長期待の高いリタイアメント市
場においてTALの更なる成長と当社グループの収益拡大を目指しております。なお、現地
当局の許認可後に当該取引を実行のうえ、Challenger社を当社の持分法適用会社とするこ
とを目指しております。
② 取得する会社の名称、事業内容、規模
a 名称
Challenger Limited
b 事業内容
年金保険事業、ファンドマネジメント事業
c 規模（2024年12月末現在）
資本金 2,547百万豪ドル

③ 株式取得の時期
日豪監督当局による認可等を前提として、2025年７月-12月頃を予定しております。

④ 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
a 取得する株式の数
104,353,125株
b 取得価額
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800億円
c 取得後の持分比率
15.1%

⑤ 連結業績への影響
当該取引による当社の当連結会計年度の連結業績への影響はありません。また、翌連結
会計年度以降の連結業績への影響については現在調査中であります。

（3）当社は、2025年５月７日に、債券裁定戦略、クライシス・アルファ戦略およびグローバ
ル・マクロ戦略に世界トップクラスの強みをもつ英国の有力オルタナティブ運用会社であ
るCapula Investment Management LLP及びCapula Management Limited（以下、
両社及び傘下の子会社等を合わせて「Capulaグループ」という。）に対して、約10.3％の
追加出資（以下、「本件出資」という。）を行うことを決定しました。当社の完全子会社で
ある第一生命保険株式会社は既にCapulaグループの持分を約4.7%保有していることから、
本件出資により当社及び第一生命保険株式会社の合計持分は15％以上となり、当社から
Capulaグループにボードメンバーを派遣することで、Capulaグループは当社グループの
持分法適用会社となる予定です。
① 出資の目的
当社は、長期的なグループ業績目標を達成するために、キャピタル・ライトなアセット
マネジメント事業領域におけるインオーガニックな成長機会を模索してきました。Capula
グループへの本件出資により、事業リスクの分散及び共同商品開発を通じたシナジー等の
観点から、当社グループにおけるアセットマネジメント事業の更なる成長に貢献すると期
待しております。
② 出資する会社の名称、事業内容、規模
a 名称
Capula Investment Management LLP
Capula Management Limited
b 事業内容
Capulaグループの全ファンドに係る管理・運用業務
c 規模（2024年12月末現在）
運用資産残高318億米ドル

③ 出資の時期
2025年５月14日を予定しております。

④ 出資額及び出資後の持分比率
a 出資額
当事者間の合意により非開示とさせていただきます。
b 出資後の持分比率
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15.0%
⑤ 連結業績への影響
当該取引による当社の当連結会計年度の連結業績への影響はありません。また、翌連結
会計年度以降の連結業績への影響については現在調査中であります。

（4）当社は、当社グループの中間持株会社である第一生命インターナショナルホールディン
グス合同会社（以下、「DLIHD」という。）が保有する、当社の関連会社である OCEAN
LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED （以下、「オーシャンライフ社」とい
う。）の全株式（出資割合24.0％）について、オーシャンライフ社の支配株主である創業者
一族の関連法人に売却することを決定し、株式譲渡に係る契約を2025年５月10日に締結
いたしました。
① 株式売却の理由
当社は2008年のオーシャンライフ社への出資を含む戦略的業務提携を開始して以来、
15年以上に渡りオーシャンライフ社の企業価値向上、タイ生命保険市場の発展への貢献、
タイに進出している日系企業への団体保険商品の提供等に取り組んできました。
今般、中期経営計画における当社海外保険事業戦略等も踏まえたうえで、株主間で協議
した結果、DLIHDが保有するオーシャンライフ社の全株式をオーシャンライフ社の創業者
一族に譲渡することが双方にとって最善策であるとの判断で創業者一族と合意しました。
② 売却の時期
2025年５月20日（日本時間）を予定しております。

③ 当該子会社等の名称及び事業内容
a 名称
OCEAN LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
b 事業内容
生命保険事業

④ 連結業績への影響及び売却後の持分比率
a 連結業績への影響
当該取引による当社の当連結会計年度の連結業績への影響はありません。また、翌連
結会計年度以降の連結業績への影響については現在調査中であります。
b 売却後の持分比率 -％

（5）当社は2025年２月14日開催の取締役会において、株式の分割を行うことを決議し、
2025年４月１日付で株式分割を行っております。
① 株式分割の目的
株式を分割し、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境
を整備することで、投資家層の拡大を図ることを目的としております。
② 株式分割の概要
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a 分割の方法
2025年３月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の
所有する普通株式を、１株につき４株の割合をもって分割いたしました。
b 分割により増加する株式数
株式の分割前の発行済株式総数 925,099,600株
株式の分割により増加する株式数 2,775,298,800株
株式の分割後の発行済株式総数 3,700,398,400株
株式の分割後の発行可能株式総数 4,000,000,000株（注）
（注）今般の株式分割に伴い、発行可能株式総数の増加に係る定款の一部変更につい

て、2025年６月23日開催の定時株主総会に付議いたします。
c 分割の日程
基準日公告日 2025年３月８日
基準日 2025年３月31日
効力発生日 2025年４月１日

d １株当たり情報に及ぼす影響
１株当たり情報に及ぼす影響は、(連結貸借対照表の注記28、連結損益計算書の注記
２)に記載しております。
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30 ストック・オプションに関する事項は、次のとおりであります。
（1）ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
① ストック・オプションの内容

第一生命保険株式会社
第２回新株予約権

第一生命保険株式会社
第３回新株予約権

付与対象者の区分及
び人数

当社取締役(社外取締役を除く。) 11名
当社執行役員 16名

当社取締役(社外取締役を除く。) 11名
当社執行役員 17名

株式の種類別のスト
ック・オプションの
付与数(注１)

普通株式 318,700株 普通株式 183,700株

付与日 2012年８月16日 2013年８月16日

権利確定条件 付与日に権利を確定しております。 付与日に権利を確定しております。

対象勤務期間 該当事項はありません。 該当事項はありません。

権利行使期間(注２) 自 2012年８月17日
至 2042年８月16日

自 2013年８月17日
至 2043年８月16日

第一生命保険株式会社
第４回新株予約権

第一生命保険株式会社
第５回新株予約権

付与対象者の区分及
び人数

当社取締役(社外取締役を除く。) 11名
当社執行役員 17名

当社取締役(社外取締役を除く。) 11名
当社執行役員 18名

株式の種類別のスト
ック・オプションの
付与数(注１)

普通株式 179,000株 普通株式 110,600株

付与日 2014年８月18日 2015年８月17日
権利確定条件 付与日に権利を確定しております。 付与日に権利を確定しております。
対象勤務期間 該当事項はありません。 該当事項はありません。

権利行使期間(注２) 自 2014年８月19日
至 2044年８月18日

自 2015年８月18日
至 2045年８月17日
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第一生命ホールディングス株式会社
第１回新株予約権

第一生命ホールディングス株式会社
第２回新株予約権

付与対象者の区分及
び人数

当社取締役(監査等委員である取
締役及び社外取締役を除く。) 10名
当社執行役員 15名
子会社の取締役等 38名

当社取締役(監査等委員である取
締役及び社外取締役を除く。) 6名
当社執行役員 15名
子会社の取締役等 37名

株式の種類別のスト
ック・オプションの
付与数(注１)

普通株式 269,600株 普通株式 215,800株

付与日 2016年10月18日 2017年８月24日
権利確定条件 付与日に権利を確定しております。 付与日に権利を確定しております。
対象勤務期間 該当事項はありません。 該当事項はありません。

権利行使期間(注２) 自 2016年10月19日
至 2046年10月18日

自 2017年８月25日
至 2047年８月24日

(注１) 株式数に換算して記載しております。なお、当社は2013年10月１日付で株式の分割を行い、当社
普通株式１株を100株に分割したため、株式の分割を考慮した株式数に換算して記載しておりま
す。また、当社は2025年４月１日付で普通株式１株につき４株の株式分割を行っておりますが、
当該注記に記載している事項は、株式分割前の株式数を基準としております。

(注２) 新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及
び執行役員、第一生命保険株式会社の取締役及び執行役員、第一フロンティア生命保険株式会社の
取締役及び執行役員、並びにネオファースト生命保険株式会社の取締役及び執行役員のいずれの地
位も喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権を行使することができます。なお、2016
年10月１日付で持株会社体制へ移行したことに伴い、持株会社体制移行前に付与したストック・
オプションについて、当該権利行使期間に関する条件を変更しております。
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② ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。
ａ ストック・オプションの数

第一生命保険株式会社
第２回

新株予約権
第３回

新株予約権
第４回

新株予約権
第５回

新株予約権
権利確定前(株)
前連結会計年度末 ― ― ― ―
付与 ― ― ― ―
失効 ― ― ― ―
権利確定 ― ― ― ―
未確定残 ― ― ― ―

権利確定後(株)
前連結会計年度末 17,600 15,600 18,700 18,000
権利確定 ― ― ― ―
権利行使 8,800 5,200 5,000 6,200
失効 ― ― ― ―
未行使残 8,800 10,400 13,700 11,800
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第一生命ホールディングス株式会社
第１回新株予約権 第２回新株予約権

権利確定前(株)
前連結会計年度末 ― ―
付与 ― ―
失効 ― ―
権利確定 ― ―
未確定残 ― ―

権利確定後(株)
前連結会計年度末 62,300 75,200
権利確定 ― ―
権利行使 18,000 18,300
失効 ― ―
未行使残 44,300 56,900

(注) 当社は2013年10月１日付で株式の分割を行い、当社普通株式１株を100株に分割したため、株式の
分割を考慮した株式数に換算して記載しております。また、当社は2025年４月１日付で普通株式１
株につき４株の株式分割を行っておりますが、当該注記に記載している事項は、株式分割前の株式数
を基準としております。

ｂ 単価情報
第一生命保険株式会社

第２回
新株予約権

第３回
新株予約権

第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

権利行使価格 1円 1円 1円 1円
行使時平均株価 3,742円 3,742円 3,742円 3,742円
付与日における公正な評
価単価 766円 1,300円 1,366円 2,318円

第一生命ホールディングス株式会社
第１回新株予約権 第２回新株予約権

権利行使価格 1円 1円
行使時平均株価 3,742円 3,742円
付与日における公正な評
価単価 1,344円 1,568円
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(注) 当社は2013年10月１日付で株式の分割を行い、当社普通株式１株を100株に分割したため、株式の
分割を考慮した行使時平均株価及び公正な評価単価を記載しております。また、当社は2025年４月
１日付で普通株式１株につき４株の株式分割を行っておりますが、当該注記に記載している事項は、
株式分割前の株式数を基準としております。

（2）ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映

させる方法を採用しております。
31 取得による企業結合に関する事項は、次のとおりであります。
株式会社ベネフィット・ワン
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 株式会社ベネフィット・ワン
事業の内容 福利厚生代行サービス事業

② 企業結合を行った主な理由
当社グループに株式会社ベネフィット・ワンが参画し、両社が強固に連携することで、
当社グループの広範な顧客基盤・チャネルネットワークの提供や機動的な資本支援等を
通じて株式会社ベネフィット・ワンのバリューアップ、ひいては当社グループとしての
シナジーの実現が可能となり、株式会社ベネフィット・ワン固有のサービスに当社グル
ープの持つサービスを上乗せ提供し、企業課題を総合的に解決する福利厚生ソリューシ
ョンを展開することで、企業による人的資本経営・健康経営の支援、並びに従業員一人
ひとりの様々なライフスタイルに対応した商品・サービスの提供が可能になると判断し
たためです。

③ 企業結合日
2024年５月23日

④ 企業結合の法的形式
株式の取得

⑤ 結合後企業の名称
変更はありません。

⑥ 取得した議決権比率
100%
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⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が株式会社ベネフィット・ワンの議決権の100%を取得することから、当社を取得
企業と決定しております。

(2) 連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
2024年７月１日から2025年３月31日まで

(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類
取得の対価 現金 292,056 百万円
取得原価 292,056 〃

(4) 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 3,403百万円

(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① 発生したのれんの金額
200,592百万円

② 発生原因
買収価格算定時に見込んだ将来利益を反映させた投資額が、企業結合時に受け入れた資
産及び引き受けた負債の純額を上回ったためであります。

③ 償却方法及び償却期間
10年間にわたる均等償却

(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
資産合計 182,870 百万円
（うち無形固定資産 115,799 百万円 ）
負債合計 93,862 百万円
（うちその他の負債 61,741 百万円 ）

(7) のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及
び主要な種類別の加重平均償却期間
種類 金額 加重平均償却期間
顧客関連資産 107,290 百万円 24年

合計 107,290 〃
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(8) 取得原価の配分
当連結会計年度末において資産及び負債の公正価値を精査しており、取得原価の配分が
完了していないため、その時点で入手可能な合理的情報に基づき暫定的な会計処理を行
っております。

ShelterPoint Group, Inc.
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 ShelterPoint Group, Inc.
事業の内容 団体保険事業

② 企業結合を行った主な理由
ShelterPoint Group, Inc.は米国で1972年に創業され、ニューヨーク州等で企業・団体
に加入が義務付けられているDisability Benefits Law insurance（短期所得補償保険、
以下、「DBL」という。）やPaid Family Leave insurance（有給休暇補償保険、以下、
「PFL」という。）、Paid Family and Medical Leave insurance（DBLとPFL双方の補
償範囲を兼ね備えた有給休暇補償保険、以下、「PFML」という。）の販売・引受を主に行
っており、ニューヨーク州ではDBL・PFLにおいてリーディングポジションを確立してお
ります。本件買収は、当社の連結子会社であるProtective Life Corporationにとっては
新規の事業ライン獲得であり、事業分散・収益安定化に寄与するものと考えております。
また、PFMLの採用州は今後も増加する見込であり、更なるお客さま基盤の拡充が期待さ
れております。

③ 企業結合日
2024年11月１日

④ 企業結合の法的形式
株式の取得

⑤ 結合後企業の名称
ShelterPoint Group, Inc.

⑥ 取得した議決権比率
100%

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社の連結子会社であるProtective Life CorporationがShelterPoint Group, Inc.の議
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決権の100%を取得することから、Protective Life Corporationを取得企業と決定して
おります。

(2) 連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
2024年11月１日から2024年12月31日まで

(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類
取得の対価 現金（未払金を含む） 776 百万米ドル
取得原価 776 〃
（注）取得の対価には条件付取得対価（アーンアウト対価）24百万米ドルが含まれてお
りますが、現時点では確定しておりません。

(4) 主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリー費用等 11百万米ドル

(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① 発生したのれんの金額
214百万米ドル

② 発生原因
買収価格算定時に見込んだ将来利益を反映させた投資額が、企業結合時に受け入れた資
産及び引き受けた負債の純額を上回ったためであります。

③ 償却方法及び償却期間
17年間にわたる均等償却

(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
資産合計 889 百万米ドル
（うち有価証券 436 百万米ドル ）
（うち無形固定資産 349 百万米ドル ）
負債合計 326 百万米ドル
（うち保険契約準備金 212 百万米ドル ）
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(7) のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及
び主要な種類別の加重平均償却期間
種類 金額 加重平均償却期間
販売網価値 270 百万米ドル 17年
商標権 46 〃 8年
技術関連資産 7 〃 4年
ライセンス 9 〃 ―
合計 332 〃

(8) 取得原価の配分
当連結会計年度末において資産及び負債の公正価値を精査しており、取得原価の配分が
完了していないため、その時点で入手可能な合理的情報に基づき暫定的な会計処理を行
っております。

(9) 企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容及び当連結会計年度以降の会計
処理方針
企業結合日後の現地法令の成立等、事業に関連する特定の事象の発生に応じて条件付取
得対価を支払う契約となっております。条件付取得対価については、米国会計基準に基
づき認識しております。
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32 退職給付に関する事項は次のとおりであります。
（1）採用している退職給付制度の概要

第一生命保険株式会社は、営業職等については、確定給付型の制度として退職一時金制
度及び自社年金制度を設けております。内勤職等については、確定給付型の制度として、
確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度と
して、確定拠出年金制度を設けております。
一部の在外連結子会社は、確定給付制度及び確定拠出制度を設けております。
一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けており、簡

便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算を行うこととしております。また、
一部の国内連結子会社は、複数事業主制度による企業年金基金制度に加入しており、自社
の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度と
同様に処理しております。

（2）確定給付制度
① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 628,261百万円
勤務費用 21,833 〃
利息費用 10,817 〃
数理計算上の差異の発生額 △23,640 〃
退職給付の支払額 △48,663 〃
その他 7,012 〃

退職給付債務の期末残高 595,622 〃
（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に計上してお

ります。
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② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 416,088百万円
期待運用収益 5,184 〃
数理計算上の差異の発生額 16,166 〃
事業主からの拠出額 5,017 〃
退職給付の支払額 △10,010 〃
その他 5,245 〃

年金資産の期末残高 437,692 〃
③ 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る

負債及び退職給付に係る資産の調整表
積立型制度の退職給付債務 333,648百万円
年金資産 △437,692 〃

△104,043 〃
非積立型制度の退職給付債務 261,973 〃
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 157,929 〃

退職給付に係る負債 157,929百万円
退職給付に係る資産 −
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 157,929 〃

④ 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 21,833百万円
利息費用 10,817 〃
期待運用収益 △5,184 〃
数理計算上の差異の費用処理額 △25,812 〃
過去勤務費用の費用処理額 177 〃
その他 54 〃
確定給付制度に係る退職給付費用 1,886 〃
（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に計上してお

ります。
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⑤ 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりでありま

す。
過去勤務費用 175百万円
数理計算上の差異 13,918 〃
合計 14,093 〃

⑥ 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであ

ります。
未認識過去勤務費用 667百万円
未認識数理計算上の差異 △177,818 〃
合計 △177,151 〃

⑦ 年金資産に関する事項
ａ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
株式 57％
債券 25〃
共同運用資産 11〃
生命保険一般勘定 4〃
その他 3〃
合計 100〃
なお、年金資産合計には、退職一時金制度に対して設定した退職給付信託が58％含

まれております。
ｂ 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配
分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を
考慮しております。
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⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎は次のとおりであります。
割引率 1.42％〜5.64％
長期期待運用収益率
確定給付企業年金 1.40％〜6.75％
退職給付信託 0.00％

（3）確定拠出制度
連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、4,065百万円であります。

（4）複数事業主制度
確定拠出制度と同様に処理する、企業年金基金制度への要拠出額は、58百万円でありま
す。
① 制度全体の積立状況に関する事項

年金資産の額 111,073 百万円
年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備
金の額との合計額 107,875 〃

差引額 3,197 〃
② 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合

当連結会計年度0.23％（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
③ 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合

上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の別途積立金2,517百万円及び当年度剰
余金679百万円であります。
また、上記②の割合は、実際の負担割合とは一致しません。
なお、上記については連結計算書類作成日現在において入手可能な直近時点の情報に

基づき作成しております。
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33 消費貸借契約で借り入れている有価証券及び再保険取引の担保として受け入れている有価
証券のうち、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有し、当連結会計年度末に
当該処分を行わずに所有しているものの時価は134,190百万円であり、担保に差し入れてい
るものはありません。

34 貸付金に係るコミットメントライン契約等の融資未実行残高は、181,037百万円であります。
35 その他の負債には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特
約付借入金245,000百万円が含まれております。

36 負債の部の社債には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後
特約付社債982,675百万円が含まれております。

37 当社は、株価上昇及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、従業
員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引「株式給付信託（J-ESOP）」を行っておりま
す。なお、2024年５月16日より、経営幹部層（従業員のうち管理監督的地位にあるもの）
を対象にした経営幹部層向け株式給付信託（J-ESOP）（以下、「株式給付信託（在職時給付
型）」という。）を導入し、2011年より導入している退職時に株式を給付する現行の株式給付
信託（J-ESOP）（以下、「株式給付信託（退職時給付型）」という。）については2023年度の
ポイント付与をもって新規のポイント付与は停止しております。
（1）取引の概要

株式給付信託（J-ESOP）は、予め当社及び当社グループ会社が定めた株式給付規程に基
づき、一定の要件を満たした当社及び当社グループ会社の従業員（以下、「従業員」とい
う。）に対し当社株式を給付する仕組みであります。
当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、株式給付信託（在職

時給付型）については、ポイント付与後、即時に株式受給権を取得させ当該付与ポイント
に相当する当社株式等を給付します。株式給付信託（退職時給付型）については、退職時
に当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。なお、株式給付信託（在職時給付
型）導入に伴い、株式給付信託（退職時給付型）は2023年度のポイント付与をもって新規
のポイント付与は停止しております。
従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得

し、信託財産として分別管理するものであります。
（2）信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、
純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、
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7,517百万円、16,903千株であります。
当社は、2025年４月１日付で普通株式１株を４株に株式分割しております。上記の株式
数については、当該株式分割を考慮した株式数を記載しております。

（3）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
該当事項はありません。

38 当社は、当社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を
適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年８月12日）
に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並び
に開示を行っております。
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(連結損益計算書の注記)
１ 連結される国内の生命保険会社の保険料等収入及び保険金等支払金の計上基準は、次のとお
りであります。
（1）保険料等収入（再保険収入を除く）

保険料等収入（再保険収入を除く）は、収納があり、保険契約上の責任が開始しているも
のについて、当該収納した金額により計上しております。
なお、収納した保険料等収入（再保険収入を除く）のうち、期末時点において未経過とな

っている期間に対応する部分については、保険業法施行規則第69条第１項第２号に基づき、
責任準備金に繰り入れております。

（2）再保険収入
再保険収入は、再保険協約書に基づき元受保険契約に係る保険金等として支払った金額の

うち再保険に付した額を、当該保険金等の支払時に計上しております。
なお、修正共同保険式再保険のうち一部の現金授受を行わない取引では、再保険協約書に

基づき元受保険契約に係る新契約費相当額の一部として受け取る額を再保険収入に計上する
とともに、同額を未償却出再手数料として再保険貸に計上し、再保険契約期間にわたって償
却しております。

（3）保険金等支払金（再保険料を除く）
保険金等支払金（再保険料を除く）は、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に

基づいて算定された金額を支払った契約について、当該金額により計上しております。
なお、保険業法第117条に基づき、期末時点において支払義務が発生しているが支払いが

行われていない、又は支払事由の報告を受けていないが支払事由が既に発生したと認められ
る保険金等について、支払備金に繰り入れております。

（4）再保険料
再保険料は、再保険協約書に基づき合意された再保険料を元受保険契約に係る保険料の収

納時又は当該協約書の締結時に計上しております。
なお、再保険に付した部分に相当する一部の責任準備金及び支払備金につきましては、保

険業法施行規則第71条第１項及び同規則第73条第３項に基づき不積立てとしております。
連結される海外の生命保険会社の保険料等収入及び保険金等支払金は、各国の会計基準に

基づき計上された項目について連結決算上必要な修正を行い、保険料等収入及び保険金等支
払金に集計、表示しております。
保険料等収入、保険金等支払金には、下表のとおり、Australian Accounting
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Standards Board 及びNewZealand Accounting Standards Boardが公表した会計基
準「保険契約」（AASB第17号）（NZ IFRS第17号）を適用している一部の連結される海外
の生命保険会社の金額が含まれております。
保険料等収入

元受保険契約に係る収益 627,751 百万円
再保険契約に係る収益 129,091 〃

保険金等支払金
元受保険契約に係る費用 449,783 〃
再保険契約に係る費用 155,822 〃

２ １株当たり当期純利益は115円95銭であります。
潜在株式調整後１株当たり当期純利益は115円93銭であります。
なお、当社は2025年４月１日付で株式の分割を行い、当社普通株式１株を４株に分割して

おります。これに伴い、株式の分割が当連結会計年度の期首に行われたと仮定して１株当たり
当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。

３ 連結される国内の生命保険会社の固定資産の減損損失に関する事項は、次のとおりでありま
す。
（1）資産をグルーピングした方法

保険事業等の用に供している不動産等については、会社ごとに保険事業等全体で１つの資
産グループとしております。また、保険事業等の用に供していない賃貸不動産等及び遊休不
動産等については、物件ごとに１つの資産グループとしております。

（2）減損損失の認識に至った経緯
一部の資産グループに著しい収益性の低下又は時価の下落が見られたことから、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
（3）減損損失を認識した資産グループと減損損失計上額の固定資産の種類ごとの内訳

用途 場所 件数 種類(百万円) 合計
(件) 土地 建物 (百万円)

遊休不動産等 北海道
旭川市等 25 1,455 788 2,243

（4）回収可能価額の算定方法
回収可能価額は、賃貸不動産等については物件により使用価値又は正味売却価額を、遊休

不動産等については正味売却価額を適用しております。なお、使用価値については将来キャ
ッシュ・フローを1.85％で割り引いて算定しております。また、正味売却価額については
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売却見込額、不動産鑑定評価基準に基づく評価額、固定資産税評価額又は相続税評価額に基
づく時価を使用しております。

４ 「セカンドキャリア特別支援費用」には、第一生命保険株式会社において当連結会計年度に
実施したセカンドキャリア特別支援制度に伴う特別支援金及び再就職支援にかかる費用等を計
上しております。

５ 法人税及び住民税等に含まれる国際最低課税額に対する法人税等の金額は2,816百万円であ
ります。
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(連結株主資本等変動計算書の注記)
１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度
期首株式数
(千株)

当連結会計年度
増加株式数
(千株)

当連結会計年度
減少株式数
(千株)

当連結会計年度末
株式数
(千株)

発行済株式
普通株式 952,672 73 27,645 925,099

自己株式
普通株式 7,500 25,102 27,762 4,840

(注)１ 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末の普通株式の自己株式数には、株式給付信託（J-ESOP）
により信託口が所有する当社株式がそれぞれ、3,807千株、4,225千株含まれております。

２ 普通株式の発行済株式の株式数の増加73千株は、譲渡制限付株式報酬としての新株の発行によるも
のであります。

３ 普通株式の発行済株式の株式数の減少27,645千株は、自己株式の消却によるものであります。
４ 普通株式の自己株式の株式数の増加25,102千株は、自己株式の取得によるもの24,627千株、株式

給付信託（J-ESOP）に係る信託口の取得によるもの473千株並びに譲渡制限付株式の無償取得及び
単元未満株式の買取によるもの1千株であります。

５ 普通株式の自己株式の株式数の減少27,762千株は、新株予約権（ストック・オプション）の権利行
使によるもの61千株、株式給付信託（J-ESOP）に係る信託口から対象者への当社株式の給付による
もの54千株及び自己株式の消却によるもの27,645千株であります。

６ 当社は2025年４月１日付で普通株式１株につき４株の株式分割を行っておりますが、当該注記に記
載している事項は、株式分割前の株数を基準としております。

２ 新株予約権等に関する事項

区 分 新株予約権の内訳 当連結会計年度末残高
(百万円)

当 社 ストック・オプションとしての
新株予約権 257
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３ 配当に関する事項
（1）配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資

2024年６月24日
定時株主総会 普通株式 106,804 113 2024年

３月31日
2024年
６月25日 利益剰余金

2024年11月14日
取締役会 普通株式 56,135 61 2024年

９月30日
2024年
12月５日 利益剰余金

(注) 配当金の総額には、株式給付信託（J-ESOP）導入に伴い設定した信託口に対する配当金をそれぞれ、
430百万円、257百万円含めておりません。これは、信託口が所有する当社株式を自己株式として認識
しているためであります。

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となる
もの

2025年６月23日開催の定時株主総会の議案として、次の通り付議する予定です。

決 議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資

2025年６月23日
定時株主総会 普通株式 69,939 76 2025年

３月31日
2025年
６月24日 利益剰余金

(注)１ 配当金の総額には、株式給付信託（J-ESOP）導入に伴い設定した信託口に対する配当金321百万円
を含めておりません。これは、信託口が所有する当社株式を自己株式として認識しているためであ
ります。

２ 当社は2025年４月１日付で普通株式１株につき４株の株式分割を行っておりますが、配当基準日は
2025年３月31日であるため、株式分割前の株式数を基準とした金額を記載しております。
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2024年度 （2024
2025

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計 利益準備金

当期首残高 344,205 344,205 − 344,205 5,600
当期変動額
新株の発行 148 148 148
剰余金の配当
当期純利益
自己株式の取得
自己株式の処分 △152 △152
自己株式の消却 △108,890 △108,890
利益剰余金から資本剰余金
への振替 109,043 109,043

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 148 148 − 148 −
当期末残高 344,353 344,353 − 344,353 5,600

（単位：百万円）
株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本
合計

その他利益剰余金 利益剰余金
合計価格変動

積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 65,000 539,306 609,906 △17,258 1,281,059
当期変動額
新株の発行 296
剰余金の配当 △162,939 △162,939 △162,939
当期純利益 180,629 180,629 180,629
自己株式の取得 △101,849 △101,849
自己株式の処分 278 125
自己株式の消却 108,890 −
利益剰余金から資本剰余金
への振替 △109,043 △109,043 −

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 − △91,353 △91,353 7,319 △83,737
当期末残高 65,000 447,952 518,552 △9,938 1,197,321
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（単位：百万円）
評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券
評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算

差額等合計
当期首残高 351 502 853 302 1,282,215
当期変動額
新株の発行 296
剰余金の配当 △162,939
当期純利益 180,629
自己株式の取得 △101,849
自己株式の処分 125
自己株式の消却 −
利益剰余金から資本剰余金
への振替 −

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △88 △502 △590 △45 △635

当期変動額合計 △88 △502 △590 △45 △84,373
当期末残高 263 − 263 257 1,197,842
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個別注記表（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法
② その他有価証券
ａ 市場価格のない株式等以外のもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価の算定は移動平均法）
ｂ 市場価格のない株式等

移動平均法による原価法
なお、期末日の純資産価額に基づいて減損判定を行いますが、純資産価額以外を実質

価額として採用すべき合理的な理由が認められ、かつその金額を合理的に算定可能な場
合は、当該価額を純資産価額に代えて減損判定を行っております。これらの純資産価額
以外には、将来の超過収益力等が含まれます。
その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

（2）デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。

２ 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。
（2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。
（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についてはリース期間を耐用年
数とし、残存価額をゼロとした定額法によっております。

３ 引当金の計上基準
株式給付引当金
株式給付引当金は、株式給付信託（J-ESOP）による当社株式の給付に備えるため、株式

給付規程に基づき、従業員に付与されたポイントに応じた株式の給付見込額を計上しており
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ます。
４ その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（1）繰延資産の処理方法

社債発行費…期間の経過を要件として任意償還が可能となる最初の日までの期間にわたり
均等償却しております。

（2）外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産及び負債（子会社株式及び関連会社株式は除く。）は、決算日の為替相場によ

り円換算しております。なお、子会社株式及び関連会社株式は、取得時の為替相場により円
換算しております。

（3）ヘッジ会計の方法
外貨建予定取引に係る為替予約等について繰延ヘッジ処理によっております。

（4）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控

除対象外消費税のうち、法人税法施行令に定める繰延消費税については、前払費用に計上し
５年間で均等償却し、繰延消費税以外のものについては、発生事業年度に費用処理しており
ます。

(会計上の見積りに関する注記)
関係会社株式の評価
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度の貸借対照表において計上されている関係会社株式は878,296百万円であり
ます。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
非上場の関係会社に対する投資等、市場価格のない株式は、期末日の純資産価額に基づい

て減損判定を行いますが、純資産価額以外を実質価額として採用すべき合理的な理由が認め
られ、かつその金額を合理的に算定可能な場合は、当該価額を純資産価額に代えて減損判定
を行い、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性
が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、実質価額まで減損処理を行います。
市場価格のない関係会社株式のうち超過収益力を反映した価額で取得した関係会社株式の

評価において用いる実質価額には、投資時に見込んだ超過収益力が含まれております。した
がって、発行会社の財政状態の悪化がないとしても、超過収益力の減少に伴う実質価額の大
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幅な低下が将来の期間にわたって続くと予想され、超過収益力が見込めなくなった場合に
は、実質価額が著しく低下している限り、実質価額まで減損処理を行います。
超過収益力は株式取得時に投資先が過去の実績や将来の成長率を織り込んで策定した事業

計画を基礎として見込んでおり、連結貸借対照表に計上されているのれん等と同様の仮定が
含まれますが、その内容は連結計算書類の(連結貸借対照表の注記) 17重要な会計上の見積
りに関する事項（1）のれんの評価に記載した内容と同一であり、見積りの不確実性があり
ます。
超過収益力の毀損となる環境の悪化や事象が生じた場合、翌事業年度において、関係会社

株式評価損が発生する可能性があります。
なお、当事業年度において、実質価額に著しい低下は生じていないと判断しており、関係

会社株式評価損は計上しておりません。

(追加情報)
従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引について、連結計算書類に同一の内容を

記載しているため、注記を省略しております。
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(貸借対照表に関する注記)
１ 有形固定資産の減価償却累計額 41百万円

２ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分掲記されたものを除く）
短期金銭債権 3,205百万円
短期金銭債務 5,492百万円

(損益計算書に関する注記)
関係会社との取引高
営業収益 225,620百万円
営業費用 7,561百万円
営業外収益 1,569百万円
営業外費用 4,327百万円
資産購入高 928百万円

(株主資本等変動計算書に関する注記)
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 4,840,474株

（注1）当事業年度末の普通株式には株式給付信託（J-ESOP）により信託口が所有する当社株式4,225,800株が含まれております。
（注2）当社は2025年４月１日付で株式１株につき４株の株式分割を行っておりますが、当該注記に記載している事項は、株式分割前

の株数を基準としております。
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(税効果会計に関する注記)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
関係会社株式 528,170 百万円
有価証券評価損 35,649 〃
税務上の繰越欠損金 8,212 〃
その他 573 〃

繰延税金資産小計 572,605 〃
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △8,212 〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △564,078 〃

評価性引当額小計 △572,290 〃
繰延税金資産合計 315 〃
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △121 百万円
その他 △4 〃

繰延税金負債合計 △125 〃
繰延税金資産の純額 189 〃

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別
の内訳
法定実効税率 30.62％
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △35.47〃
評価性引当額の増減 3.30〃
特定子会社等合算所得 1.81〃
国際最低課税額に対する法人税等 1.52〃
その他 1.00〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.78〃

３ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（2025年法律第13号）の成立に伴い、繰延税金資産

及び繰延税金負債の計算に適用される法定実効税率30.62％は、回収又は支払が見込まれる
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期間が2026年４月１日以降のものについては31.51％に変更されております。
この変更により、当事業年度末における繰延税金資産は２百万円増加し、法人税等調整額

は２百万円減少しております。

４ 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を

適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12
日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
並びに開示を行っております。
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(関連当事者との取引に関する注記)

種類 会社等の名称
議決権等
の所有
(被所有)
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社 第一生命保険
株式会社

所有
直接
100％

役員の兼務
経営管理等

出向負担金の
支払
(※１)

6,651 未払費用 393

利息の受取
(※２) 1,569 流動資産

その他 242

資金の借入
(※３) 396,230 関係会社

長期借入金 396,230

利息の支払
(※３) 4,149 未払費用 2,484

借入金の返済 177,267

１年内返済予
定の関係会社
長期借入金

7,267

関係会社
長期借入金 127,265

子会社
TAL Dai-ichi
Life Australia
Pty Ltd

所有
直接
100％

役員の兼務
経営管理等

優先株式の
償還額
(※４)

22,446 − −

優先株式の
償還益
(※４)

1,972 − −

子会社
株式会社ベネ
フィット・ワ

ン

所有
直接
100％

役員の兼務
経営管理等

組織再編に
伴う支払
(※５)

860 − −

子会社
DLI ASIA
PACIFIC
PTE. LTD.

所有
直接
100％

役員の兼務等
業務委託料の

支払
(※６)

3,490 流動資産
その他 679

取引条件及び取引条件の決定方針等
(※１) 当社への出向者の人件費を勘案して決定しております。
(※２) 市場金利を勘案して決定しております。
(※３) 市場金利を勘案して決定しております。担保は提供しておりません。
(※４) 償還優先株式に関する合意事項に基づき、償還を受けたものであります。
(※５) 株式非公開化に伴う株式給付信託の補填対応に伴うものであります。
(※６) 業務委託契約に基づき決定しております。
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(１株当たり情報に関する注記)
１株当たり純資産額 325円34銭
１株当たり当期純利益 48円75銭

（注）当社は2025年４月１日付で当社普通株式１株につき４株の株式分割を行っております。これに伴い、株
式の分割が当事業年度の期首に行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定
しております。

(重要な後発事象に関する注記)
１ Capula Investment Management LLP及びCapula Management Limitedへの出資に
ついて、連結計算書類の(連結貸借対照表の注記) 29重要な後発事象の注記（3）に同一の内
容を記載しているため、注記を省略しております。

２ 当社は、2025年２月14日開催の取締役会において、株式の分割を行うことを決議し、
2025年４月１日付で株式分割を行っております。
（1）株式分割の目的

株式を分割し、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を
整備することで、投資家層の拡大を図ることを目的としております。

（2）株式分割の概要
① 分割の方法

2025年３月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所
有する普通株式を、１株につき４株の割合をもって分割いたしました。

② 分割により増加する株式数
株式の分割前の発行済株式総数 925,099,600株
株式の分割により増加する株式数 2,775,298,800株
株式の分割後の発行済株式総数 3,700,398,400株
株式の分割後の発行可能株式総数 4,000,000,000株（注）
（注）今般の株式分割に伴い、発行可能株式総数の増加に係る定款の一部変更について、2025年６月

23日開催の定時株主総会に付議いたします。
③ 分割の日程

基準日公告日 2025年３月８日
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基準日 2025年３月31日
効力発生日 2025年４月１日

④ １株当たり情報に及ぼす影響
１株当たり情報に及ぼす影響は、(1株当たり情報に関する注記)に記載しております。

(その他の注記)
企業結合等関係
取得による企業結合
株式会社ベネフィット・ワンの株式取得による企業結合について、連結計算書類に同一の内

容を記載しているため、注記を省略しております。
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